
川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

　【取組方針Ⅰ】先端技術や産業集積を生かした国際展開
　　取組の方向性１　世界をけん引するビジネス拠点の創出
　　　①キングスカイフロントを中心とした国際戦略拠点形成等

1
国際戦略拠
点活性化推
進事業

国際戦
略拠点
活性化
推進事

業

４－４－１

国の特区制度などを活用
して土地利用の誘導及び
企業等の誘致を図るととも
に、地区の基盤整備等を
進めます。特にキングスカ
イフロントについては、ライ
フイノベーションなどによ
り、京浜臨海部の持続的
な発展と日本の経済成長
を牽引する国際戦略拠点
の形成に向けた取組を推
進します。

①持続可能なイノベーション創出拠点形成の
取組の推進
②マネジメント組織の円滑な運営及び機能強
化活動の更なる充実
③域内の交流連携等の事業の実施、充実
④域内外への産業波及に向けた効果的な手
法による事業の実施
⑤海外クラスターとの交流の充実
⑥研究機関等誘致の実施
⑦拠点の価値向上に資する利便性向上に向
けたサポート機能等の導入の推進
⑧連絡道路完成を契機とした地域の活性化
に向けた導入機能の確定
⑨川崎市産業振興財団を中心とした体制によ
るクラスター化推進機能の整備・強化
⑩連絡道路完成を契機としたバスや歩行者等
のネットワークの整備
⑪電線類地中化、憩い交流機能の導入など
国際戦略拠点にふさわしい高水準・高機能な
拠点整備の推進

３．ほぼ目
標どおり

ほぼ目標どおり達成出来ました。
①国の「スタートアップ・エコシステム拠点都市」のグローバル拠点に東京コンソーシ
アムとして選定され、川崎発の研究開発シーズの事業化を加速させるための、投資
家やアクセラレーターなどが集積するビジネス拠点との連携体制を構築しました。
②③立地機関で構成するネットワーク協議会の事務局として、年4回の総務企画部
会や新型コロナウイルス感染予防に関するセミナーを開催するとともに、エリア内の
就業者の交流促進のため、交流アプリの体験会も実施しました。さらに、地域への
貢献として、エリア内就業者が150人以上参加する地域清掃イベントを2回実施しま
した。また、キングスカイフロント夏の科学イベントが新型コロナウイルスの影響で中
止となってしまったことに伴い、代替事業として小学生を対象に科学やキングスカイ
フロントに関するWEBクイズを作成し、公開しました。
④産学・産産連携など拠点活動の活性化を通じた地域産業への波及を促進するた
め、キングスカイフロント域内外の企業等のマッチングを新たに10件実施(累計68
件）し、そのうちアカデミアと立地企業との共同研究契約など2件の成果を創出しま
した。
⑤欧州最大級のバイオクラスターMedicen Paris Regionと川崎市産業振興財団が国
際連携に関する覚書を締結し、フランス企業とキングスカイフロントや新川崎地区立
地機関等によるオンラインピッチイベントを開催しました。また、新たに米国
BIOCOMと連携交流関係構築に向けて協議を開始しました。
⑥関係する民間事業者との情報共有と連携による誘致活動を行い、ＬiSEにアン
ジェス株式会社、iCONMに株式会社イクストリームの入居が決定しました。
⑦キングスカイフロントの飲食機能強化のため、キッチンカーの出店回数を週１回か
ら週５回に増加するとともに、新たに定期出店を３件開始しました。
⑧キングスカイフロントと羽田空港跡地地区の連携に向けて、大田区と共催でオー
プンイノベーションをテーマにしたイベントを開催し、約160名の参加者により両エリ
アの活性化を図るとともに、産業分野における連携方策案を確定しました。
⑨キングスカイフロントにおける研究・事業活動のさらなる活性化を目的として、令
和2年4月、産業振興財団に殿町キングスカイフロントクラスター事業部を設置し、大
手製薬企業、研究機関、バイオベンチャー出身者ら、ライフサイエンス分野等に精
通した5名の専門人材を含む、11名の職員を配置しました。キングスカイフロントの
研究成果の事業化や市内産業への波及、国内外の拠点との連携等について、本
市と協働して実施しました。
⑩羽田連絡道路完成後のバス路線開設について、鉄道経路の利用転換を含めた
利用推計と交通事業者の収支予測について検討を実施しました。
⑪災害時の安全対策及び良好な景観形成を図るため、電線類地中化に向けた殿
町39、34、40号線の電線共同溝引込み管路や殿町第２公園の整備等を実施しまし
た。

A．貢献して
いる

キングスカイフロントは、民
間の大規模な土地利用転
換を捉え、羽田空港との
近接性などの地域特性を
活かし、成長戦略分野で
あり、超高齢社会の課題
解決に貢献するライフサイ
エンス分野の戦略拠点形
成を進めています。世界
トップクラスの企業に加
え、最先端技術を有する
研究機関や大学等の集
積が順調に進んでおり、
施策に貢献しています。

キングスカイフロントにおけるイノ
ベーション・エコシステムの構築
に向けて、国のプログラム等も活
用しながら、異分野融合研究、人
材育成、事業化支援に取り組む
とともに、産学・産産連携など地
域産業への波及促進、国内外ク
ラスターとの拠点間連携に取り組
みます。また、マネジメントセン
ターの交流ラウンジ等を活用し、
立地機関等で構成する協議会を
通じて、域内外の交流・連携を促
進します。

臨海部
国際戦
略本部

2
臨海部のＰＲ
推進

臨海部
活性化
推進事

業

４－４－１

国際的なイノベーション拠
点の形成に向け、国内外
における川崎臨海部の認
知度を高め、ブランドの確
立を図るため、メディア戦
略や市民向け広報の実施
など、川崎臨海部の最新
動向や本市の取組等を発
信します。

・地域全体の価値向上に向けた戦略的なブラ
ンディングの推進
・「臨海部ビジョン」リーディングプロジェクト「企
業活動見える化プロジェクト」の推進
・各種メディア等への広報活動の実施
・市民向け広報の実施（ニュースレターの発行
など）
・生徒・児童が臨海部を学ぶことのできる学習
プログラムの企画実施

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。新型コロナウイルスの感染拡大を受け
て、記事の取材体制を見直しながら、効果的な広報を行うため、
ニュースレター特集号を１回発行しました。また、PR動画を市内公
共施設等29か所で放映しました。さらに、見学受入体制を見直し、
臨海部立地企業等の見学会を１回実施しました。また、臨海部立地
企業と学校のニーズをマッチングした新たなモデル事業を企画立
案しました。統一的なエリアメッセージを発信するためのPRコンセプ
トを新たに設置しました。

A．貢献して
いる

川崎臨海部の最新動向
や本市の取組等を、メディ
アを通じて効果的に情報
発信したほか、市内学校
への学習機会の創出に向
けた臨海部企業等の見学
会を実施するなど、ＰＲ・
ブランディング戦略を企
画・実施することで、市民
の臨海部に対する認知
度・理解度の向上を図るこ
とができているため。

一定の効果が得られているた
め、事業の施策への貢献度を見
極めながら、今後も計画どおり現
状の取組を継続します。

臨海部
国際戦
略本部

3
新川崎・創造
のもり推進事
業

新川
崎・創

造のもり
推進事

業

４－２－３

新川崎・創造のもりを拠点
とした産学共同研究開発
を促進するとともに、新た
な施設である「産学交流・
研究開発施設」の適切な
運営を行います。

・Ｋ
２
タウンキャンパスの管理・運営

・セミナー等の実施による産学交流の機会創
出
・「新川崎地区ネットワーク協議会」や研修会
等の実施を通じたオープンイノベーション基盤
の構築
・4大学ナノ・マイクロファブリケーションコン
ソーシアムと連携した研究機器開放利用の推
進
・「産学交流・研究開発施設（ＡＩＲＢＩＣ）」を拠
点としたオープンイノベーションの推進

３．ほぼ目
標どおり

・Ｋ２タウンキャンパスについては適切に管理・運営を行いました。
・Ｋ２セミナーについては8回、ナノ・マイクロ技術支援講座について
は11回行いました。（※ナノ・マイクロ技術支援講座は、新型コロナ
ウイルスの影響により1回減）
・「新川崎地区ネットワーク協議会」や研修会等の実施を通じ、オー
プンイノベーション基盤を構築しました。
・４大ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムと連携し、研究
機器開放利用を推進しました。
・ＡＩＲＢＩＣを拠点としたオープンイノベーションの推進に取り組みま
した。

A．貢献して
いる

各取組について、目標ど
おりに進捗しているととも
に、AIRBICの本格稼働に
伴い、国際的な展開を目
指す入居企業による拠点
形成が進んでいるため。

Ｋ
２
タウンキャンパス、かわさき新

産業創造センター（KBIC）の指
定管理者と調整・連携を行うとと
もに、入居企業のニーズを把握し
ながら、ニーズに沿った形で各施
策を継続していきます。 経済労

働局
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4
羽田連絡道
路整備事業

羽田連
絡道路
整備事

業

４－４－１

羽田連絡道路の早期整備
に向けた取組等を進めま
す。

・羽田連絡道路の整備推進

４．目標を
下回った

目標を下回りました。
①羽田連絡道路の整備推進については、令和元年東日本台風の
影響に伴う多摩川の土砂堆積により上部工工事が中断したことなど
から、開通目標を令和３年度内に延期したことについて、４月の常
任委員会にて報告しました。なお、４月には上部工工事を再開し、
本年度末には多摩川を渡る橋桁の架設が概ね完了するなど、着実
に工事を推進しました。また、大規模な現場作業の機会や橋梁名
称の公募などを活用した広報展開により、本事業やキングスカイフ
ロントの認知度向上を図るとともに、本市のPRに貢献しました。

B．やや貢献
している

キングスカイフロントと羽
田空港周辺の連携を強化
し、我が国の経済の発展
を牽引する成長戦略拠点
の形成を支えるインフラと
して羽田連絡道路の取組
を進めており、平成29年6
月に工事着手し、整備を
推進しています。なお、令
和元年東日本台風の影
響を受け開通目標を延期
したものの、大規模な現
場作業の機会や橋梁名
称の公募などを活用した
広報展開により、本事業
やキングスカイフロントの
認知度向上を図るととも
に、本市のPRに貢献しま
した。

羽田連絡道路は、国主催の「羽
田空港周辺・京浜臨海部連携強
化推進委員会」において、2020
年を目指した成長戦略拠点の形
成を支えるインフラとして、本市と
東京都、国土交通省が協力して
事業に取り組んでいくことが確認
されています。平成29年6月から
工事に着手し、その過程におい
て、令和元年東日本台風の影響
に伴う多摩川の土砂堆積により
上部工工事が中断したことなど
から、開通目標を令和３年度内
に延期したことについて、４月の
常任委員会にて報告しました。な
お、４月には上部工工事を再開
し、本年度末には多摩川を渡る
橋桁の架設が概ね完了するな
ど、着実に工事を推進しました。

建設緑
政局

　　　②海外との港湾物流の促進

5
ポートセール
ス事業

ポート
セール
ス事業

４－４－２

川崎港の利用促進を図る
ため、取扱貨物の増加や
新規航路の開設に向けた
ポートセールスを推進しま
す。

・川崎港戦略港湾推進協議会と連携して国内
外でのポートセールス活動を実施しました。

２．目標を
上回って達

成

「川崎港戦略港湾推進協議会」がコンテナターミナルの利用促進に
向けて、官民一体となって国内外の荷主等に対してのポートセール
ス活動を推進しました。特に既存航路の安定化や利用促進に向け
た取組として、新たな荷主の獲得や既存の荷主のフォローアップな
どを適切に行った結果、コンテナ取扱貨物量は過去最高を更新し
ました。

A．貢献して
いる

コンテナ取扱貨物量の目
標値を達成しました。ま
た、トラックドライバー不足
への対応として内航船な
どを活用したモーダルシ
フトに関する情報を川崎
港利用者へ提供するな
ど、川崎港利用の拡大に
向けた取組を推進し、施
策へ貢献しました。

取扱貨物量の増加に対応するた
め、来年度はコンテナターミナル
に関係する施設の整備を計画し
ており、その進捗状況を踏まえて
事業の方向性について検討を行
いながら、ポートセールス活動を
推進していきます。

港湾局

6

東アジアの国
際ハブポート
形成に向けた
京浜３港の連
携

京浜港
広域連
携推進
事業

４－４－２

アジア諸港との競争の中
で川崎港がプレゼンスを
発揮するため、東京港、横
浜港からなる京浜３港の連
携を深め、一体となって貨
物集荷や港湾機能の充
実・強化を進めることで、
京浜港の国際競争力の強
化に向けた取組を進めま
す。

・港湾運営会社の運営状況に対する助言、指
導を行いました。
・「京浜港の総合的な計画」に基づき、川崎港
の特徴を活かした取組を進めることにより、貨
物取扱量の増加を図りました。 ３．ほぼ目

標どおり

・港湾運営会社の運営に対する助言、指導等を行いました。
・川崎港の特徴を活かした取組を進めることにより、令和２年のコン
テナ貨物取扱量が前年比１０５％を超える見込みとなりました。

A．貢献して
いる

港湾運営会社との連携
や、川崎港の特徴を活か
した集荷活動により、令和
２年のコンテナ貨物取扱
量は１０年連続で増加とな
り、京浜港の国際競争力
強化に貢献しました。

港湾運営会社と連携し、更なる
航路誘致、貨物集荷に向けた取
組を行います。

港湾局

7
友好港ダナン
港との交流推
進

友好港
交流推
進事業

４－４－２

ダナン港と川崎港の発展
と、相互利用の促進につ
ながる人材交流及び情報
交換を進めます。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、
相互訪問は実施できませんでしたが、メール
等を通じてコンテナ定期航路の維持やポート
セールスに関する意見交換を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルスの拡大を受けて、相互訪問は実施できませんで
したが、メール等を通じてコンテナ定期航路の維持やポートセール
スに関する意見交換を行いました。

B．やや貢献
している

友好港交流により培った
人的関係を通じて、ベトナ
ム・ダナン港を利用する荷
主等へのポートセールス
活動がスムーズに実施で
きたことから、川崎港の物
流活発化という施策に対
する一定程度の貢献があ
りました。

貿易促進に関する意見交換や人
材交流の取組など、これまでの
友好港交流推進事業によって
培った人的関係を通じて、引き続
き友好港との取扱貨物に関する
情報交換や航路誘致に向けた緊
密な関係を構築していきます。

港湾局

8
連雲港港との
交流推進

友好港
交流推
進事業

４－４－２

連雲港港と川崎港の発展
と、相互利用の促進につ
ながる人材交流及び情報
交換を進めます。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、
相互訪問は実施できませんでしたが、メール
等を通じてコンテナ定期航路の維持やポート
セールスに関する意見交換を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルスの拡大を受けて、相互訪問は実施できませんで
したが、メール等を通じてコンテナ定期航路の維持やポートセール
スに関する意見交換を行いました。

B．やや貢献
している

友好港交流により培った
人的関係を通じて、中国・
連雲港港を利用する荷主
等へのポートセールス活
動がスムーズに実施でき
たことから、川崎港の物流
活発化という施策に対す
る一定程度の貢献があり
ました。

貿易促進に関する意見交換や人
材交流の取組など、これまでの
友好港交流推進事業によって
培った人的関係を通じて、引き続
き友好港との取扱貨物に関する
情報交換や航路誘致に向けた緊
密な関係を構築していきます。

港湾局



川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
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　　　③高度人材の呼び込みに向けた環境づくり

京急川
崎駅周
辺地区
整備事

業

４－５－１

・川崎駅北口第２街区１０番館ビルについて、
設計及び解体工事が完了しました。
・京急川崎駅西街区の事業着手に向けた調
整を進めるとともに、基盤の整備等に関する検
討を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。

A．貢献して
いる

・川崎駅北口第２街区１０
番館ビルについて、概ね
予定通り進捗しているた
め。
・京急川崎駅西街区の事
業着手に向けた調整、基
盤の整備等に関する検討
について、概ね予定通り
進捗しているため。

概ね予定通り進捗しているため。

まちづく
り局

川崎駅
周辺総
合整備
事業

４－５－１

観光案内所の運営方法について適宜見直し
ながら、更に利用者の利便性を向上させること
を目標に運営し、賑わいの創出に寄与しまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

観光案内所が日本政府観光局（JNTO）が実施した２０１９年度
JNTO認定案内所実態調査において、調査員からの評価が高かっ
た「ステキな施設の認定案内所」として２０２０年度に選出されまし
た。

A．貢献して
いる

本市を訪れる在住外国人
観光客に対し、多言語で
情報発信を行うことで市の
魅力発信の強化につなが
りました。

新型コロナウイルス感染症の収
束後には外国人の利用者増加
が見込まれることから、継続して
運営を行います。

経済労
働局

　　取組の方向性２　企業の海外展開による国際競争力の強化
　　　①企業の海外ビジネス展開支援

10
海外販路開
拓事業

海外販
路開拓
事業

４－１－１

海外での販路開拓に係る
機会の創出、国内外での
フォローアップ等を通じ、
市内企業の海外ビジネス
展開を促進します。

①ＡＳＥＡＮ地域等海外や国内での展示会・
商談会（オンライン開催のものを含む）による
市内企業活動の支援（目標支援企業数：20社
以上）
②海外ビジネス支援センター（ＫＯＢＳ）のコー
ディネーターによる市内企業の海外展開支援
③新型コロナウイルス感染症の影響により渡
航が制限されているため、海外現地企業との
ビジネスマッチング支援をオンラインで実施
④市内企業のニーズに応じたセミナー等の開
催
⑤「中小企業海外展開支援事業補助金」によ
る海外展開支援の実施

２．目標を
上回って達

成

目標を上回って達成できました。
①③海外に渡航が困難な状況においても商談会開催やビジネス
マッチング等を、オンラインにより海外企業との商談機会を創出した
こと等により、成果指標「海外販路開拓に向けた展示会・商談機会
での支援企業数」は20社の目標を上回って達成した他、マッチング
件数は152件となり市内企業の海外展開支援を行いました。
②コーディネーターの活動により市内企業へ441件の相談等の対
応により、海外展開を希望する企業活動の支援を行いました。
④高度外国人材や中小企業の海外展開等に関する海外ビジネス
セミナーを計2回開催し、市内企業のニーズの高いテーマに関して
情報提供を行いました。
⑤市内企業の海外ビジネスを行う際の経費の一部を助成するた
め、「中小企業海外展開支援事業補助金」により、海外で開催され
る展示会への出展等の支援を行った他、新型コロナウイルス感染
症の拡大を受けて販路開拓等が難しくなった市内中小企業に対
し、国の補正予算を受けて新たに創設した「コンテンツグローバル
化促進事業補助金」により、海外展開に向けて行う自社コンテンツ
のグローバル化（ＨＰの多言語化、デジタルコンテンツの作成等）を
実施しました。

A．貢献して
いる

海外商談会の開催やビジ
ネスマッチングの実施等
の成果指標である「支援
企業数」は令和元年度・2
年度と目標を達成してい
ます。これらは、コロナ禍
の中で川崎市海外ビジネ
ス支援センター（ＫＯＢＳ）
によるオンライン等も活用
した相談対応や令和2年
度に創設した「コンテンツ
グローバル化促進事業補
助金」、市内企業のニー
ズの高い国を対象とした
オンライン商談会等により
市内企業の海外展開を支
援したことによるものであ
り、施策への貢献はありま
した。

少子高齢化・人口減少による国
内需要の縮小が予想される一方
で、市内中小企業者は、長期的
な変化に的確に対応し、海外需
要を積極的に取り込んで成長に
つなげていくことが重要となって
いることから、引き続き市内企業
の海外展開を支援します。
新型コロナウイルス感染拡大を
踏まえ、今後も引き続きオンライ
ン商談やオンラインの取組を支
援する補助金等新しいビジネス
様式に対応した支援を行う他、
海外安全情報や企業活動の動
向等を配慮し既存の対面や海外
現地での支援等の実施も検討
し、必要に応じて事業の見直し
等を行いながら、より効果的な海
外展開支援体制の構築を進めて
いきます。

経済労
働局

11
対内投資促
進事業

対内投
資促進
事業

４－１－３

独立行政法人日本貿易振
興機構（ジェトロ）との連携
により相談業務、情報提
供、国際ビジネスセミナー
開催、商談アレンジなどの
様々な支援を行います。

①海外団体等の本市訪問時におけるプロ
モーションの実施
②対内投資連絡会議での情報交換等の実施
③ジェトロや神奈川県等との連携による個別
貿易投資相談、情報提供、セミナーなどの実
施

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。
①海外団体等の本市訪問時に本市ビジネス環境の優位性等に関
するプロモーションを実施しました。
②ジェトロや神奈川県等との連携により外国企業に対して市内イン
キュベーション施設等に関する情報提供等を行いました。
③その他、対内投資促進に向けた情報共有等のため、ジェトロや
神奈川県等との連携により対内投資連絡会議を12回実施しまし
た。

B．やや貢献
している

ジェトロや神奈川県との対
内投資連絡会議等での
連携により、外国企業に
対して市内インキュベー
ション施設等に関する情
報提供やその他本市プロ
モーション等を実施するこ
とができたことから、施策
に一定程度貢献していま
す。

ジェトロや神奈川県との連携によ
り、海外団体等への本市プロ
モーションを実施することで、外
国企業・資本の呼び込みを図りま
す。本事業は予算がゼロである
事業であること等もふまえ、関連
事業と一体的に実施していきま
す。
新型コロナウイルス感染症拡大
を受けて、対内投資連絡会議の
対面での開催や海外への渡航、
海外企業等の来訪が困難になっ
ており、新型コロナウイルス感染
症に関する最新の動向等に対応
しながらオンライン等も活用して
事業を進めていきます。

経済労
働局

9

川崎駅周辺
の国際化に
対応したまち
づくり

「川崎駅周辺総合整備計
画」や「京急川崎駅周辺地
区まちづくり整備方針」に
基づき、国際化を見据え
た都市拠点の形成や多言
語による案内・情報発信の
充実を図ります。
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12

コンベンション
ホールを活用
したオープン
イノベーション
等の推進

川崎市
コンベ
ンション
ホール
管理運
営事業

４－２－３

オープンイノベーションの
交流拠点として、川崎市コ
ンベンションホールの管理
運営を行います。

・指定管理者と連携した円滑な管理・運営を
実施しました。
　具体的には随時連絡調整を行うとともに、月
１回本社担当も同席してモニタニング会議を
開催し課題の解決や運営の改善に取り組みま
した。
・顧客開拓のための知名度向上につながる広
報の検討・実施を行いました。
　具体的には、未利用企業へのパンフレット配
布や予備校へのDM送付を行いました。

４．目標を
下回った

コンベンションホールの稼働率は、目標値55%以上に対し実績が
21％となりました。

C．貢献の度
合いが薄い

DM送付等の広報やリ
ピーターの獲得による結
果、コロナ禍前は稼働率
は上がってきていたが、施
設の利用制限や借り控え
により稼働率の落込みが
激しく、企業や研究者等
の交流機会の創出への貢
献の度合いが薄くなって
います。

引き続き指定管理者と連携しな
がら、新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策に取り組むととも
に、積極的なコンベンションホー
ルの周知等を行い稼働率の向上
に取り組み、オープンイノベー
ションの促進を図っていきます。

経済労
働局

　　取組の方向性３　海外への先端環境技術移転によるビジネス展開
　　　①環境産業のグローバル化の促進

13
国際環境産
業推進事業

国際環
境産業
推進事

業

４－１－１

「グリーン・イノベーション
推進方針」に基づき、新た
な環境関連ビジネスの創
出やビジネスマッチングを
促進します。

・川崎国際環境技術展の開催
・JCM事業等の実施
・フォーラム、セミナー等の開催
・HP等を通じた情報発信

４．目標を
下回った

目標を下回りました。
・川崎国際環境技術展を新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、初めてオンラインにて開催しました。通常開催と同数のビジネス
マッチング数及び来場者数を目標としていましたが、目標を下回り
ました。今後は、出展者同士の交流会や商談会等を実施すること
でビジネスマッチングの増加に取り組むとともに、開催告知を全国
展開する等効果的に進めていくことにより来場者数の増加に向けて
取り組みます。
（川崎国際環境技術展におけるビジネスマッチング数：110件/来場
者（ログイン数）：6,833回/出展団体：136団体/セミナー総視聴数：
9,334回、ブース総訪問数：23,123回）
・川崎国際環境技術展等へのマッチング・フォローアップを60件（見
込み）実施しました。
・海外案件を含むグリーンイノベーションクラスターのプロジェクトを6
件創出しました。 B．やや貢献

している

今後の国際動向等を踏ま
え、川崎国際環境技術展
の開催やかわさきグリーン
イノベーションクラスター
の運営を通じ、市内外へ
幅広く市内環境産業の情
報発信を行うとともに、市
内企業の新たな環境関連
ビジネスの創出や国際的
なビジネスマッチングの場
の提供を効果的に行って
おります。こうした取組に
より、市内環境関連産業
の活性化が促進されてお
り、施策に貢献していま
す。

SDGｓの推進や脱炭素化の実現
に向けて、本市のグリーンイノ
ベーション推進の核として本事務
事業の必要性は増大していま
す。
国際環境技術展は開催形態が
変更されたことで実績について
検証を深める必要がありますが、
オンライン開催によりこれまでアク
セスできなかった層に新たにアプ
ローチできたものと考えます。令
和2年度はビジネスマッチング数
及び来場者数の目標を下回りま
したが、今後は目標達成に向
け、出展者同士の交流会や商談
会等を実施することでビジネス
マッチングの増加に取り組むとと
もに、開催告知を全国展開し効
果的に周知する等により来場者
数の増加に向けて取り組みま
す。
また、グリーンイノベーションクラ
スターのプロジェクト創出数は順
調に目標を上回って達成してい
ます。今後は市内中小企業やベ
ンチャー企業にも支援のすそ野
を拡げることで、一層の市内環境
産業の活性化に繋げます。

経済労
働局

14

環境調和型ま
ちづくり（エコ
タウン）推進
事業

環境調
和型ま
ちづくり
（エコタ
ウン）推
進事業

４－２－２

川崎エコタウン立地企業
における資源循環等の取
組を支援することで、環境
調和型のまちづくりを推進
します。

・エコタウンの情報発信
・エコタウン立地企業の支援

４．目標を
下回った

目標を下回りました。
・国の補助金を活用し、エコタウン立地企業等と連携し、脱炭素化
に向けた事業可能性調査等を実施しました。
・（一社）川崎ゼロ・エミッション工業団地と連携し、エコタウン会館に
おいて情報発信や会館の運営管理を適切に行いました。また、ゼ
ロエミ見学ツアーについては、感染症の影響により実施しませんで
した。代わりに、「ゼロ・エミッション　オンラインエコ学習」として、小
学生向けにリサイクル学習とエコタウン施設見学の動画を作成・配
信し、市ＨＰにも公開しました。（閲覧回数：延べ1,400回以上）

B．やや貢献
している

脱炭素化の潮流により、
エコタウン事業は、改めて
関心が高まっています。ま
た、国内外からの問い合
わせも多く、市民の環境
意識の向上など、施策目
標の達成に貢献していま
す。また、エコタウン立地
企業の高度化という観点
では、今年度の環境省等
の補助事業の採択を受
け、立地企業等とともに事
業を進めており静脈産業
の高度化・脱炭素化の推
進といった成果につな
がっています。

今後も引き続き、市内企業の
ニーズを把握しながら、効果的に
事業を進めていきます。具体的
には、環境省等の国や支援機関
の補助金等も活用しながら、市内
企業のニーズに即した資源循環
の効率化・省資源化等、エコタウ
ンの高度化を図っていきます。
なお、成果指標である「ゼロエミ
団地見学ツアーの参加者」は、
令和2年度は目標未達成となっ
ており、これは新型コロナウイル
ス感染症によりツアー中止となっ
たためです。今後は、見学先等
の状況を踏まえつつ、状況に応
じてオンライン等の手法も取り入
れることで、目標を達成すること
ができるよう取り組んでいきます。

経済労
働局
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環境調
和型ま
ちづくり
（エコタ
ウン）推
進事業

４－２－２

・川崎エコタウンなどの環境関連施設の視察
を受入れ、先端技術等の情報を海外へ発信し
ました。
・川崎エコタウンの取組について情報発信す
るため、ＰＲ動画を作成し、ＷＥＢ上で公開しま
した。 ４．目標を

下回った

目標を下回りました
・川崎エコタウンなどにおける国内外の視察の受入は新型コロナウ
イルス感染症の影響により実施できませんでした。
・川崎エコタウンの紹介動画（サステイナブル・シティを目指して「川
崎エコタウン」）を新たに作成し、10,000再生回数以上視聴されまし
た。 A．貢献して

いる

川崎エコタウンの取組を
情報発信し、市内産業の
ＰＲを行いました。

引き続き市内環境関連施設の視
察対応や国内外に環境技術等
の情報発信を行うことで、市内環
境産業の活性化を目指します。

経済労
働局

地球温
暖化対
策事業

３－１－１

・夏休み、春休み環境教室の開催
・ミニ環境教室の開催
・イベント等への出張講座の実施

３．ほぼ目
標どおり

・令和２年度の「かわさきエコ暮らし未来館」来館者数は5,407人とな
りました。
・夏休み環境教室（２日間）、春休み環境教室（２日間）、ミニ環境教
室（毎週土曜日）を開催しました。
・イベント等への出張講座を実施しました。
・緊急事態宣言を受け、令和２年４月８日から５月31日までエコ暮ら
し未来館を臨時休館としました。
・バスツアーについては新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止とし、代わりに春休み環境教室を開催しました。

A．貢献して
いる

視察の受入や取材を通し
て、メガソーラーをはじめ
川崎市の環境配慮への
取組を発信するとともに、
令和元年度の展示更新
により臨海部に集積する
水素関連技術の情報も発
信しているため。

東京オリンピック・パラリンピックを
契機として、施設の魅力向上を
図り、より多くの諸外国からの来
館者の増加を図ります。３密を回
避したイベント開催やWebコンテ
ンツのを活用する等、適時状況
に応じた実施方法を検討してい
きます。

環境局

国際環
境技術
連携事

業

３－１－１

海外からの視察・研修を受入れ、環境技術を
活かした国際貢献に取り組みます。

３．ほぼ目
標どおり

海外から依頼のあった４件60名の視察・研修をオンラインにて受入
れ、環境技術を活かした国際貢献に取り組みました。

B．やや貢献
している

研修の実施等により、国
際機関、海外都市等との
ネットワークが構築され、
一定程度の施策への貢
献がありました。

引き続き、海外からの視察・研修
を受入れ、環境技術を活かした
国際貢献に取り組みます。

環境局

　　　②上下水道分野における官民連携による国際展開

16

上下水道分
野における国
際展開推進
事業

上下水
道分野
におけ
る国際
展開推
進事業

４－１－１

世界の水環境改善に向け
て、水関連企業と連携して
上下水道分野の国際展開
を推進します。

かわさき水ビジネスネットワークを通じた、水関
連企業の海外展開支援の推進

３．ほぼ目
標どおり

かわさき水ビジネスネットワーク会員向けオンラインセミナーの開催
や海外展開スキームへの応募等の取組を実施しました。また、コロ
ナ禍で海外での活動が制限されるなか、例年以上に国内における
情報発信の充実を図りました。

A．貢献して
いる

かわさき水ビジネスネット
ワークを通じた水関連企
業の海外展開支援の推
進について、国内におけ
る情報発信の充実が図ら
れるなど、施策に貢献して
います。

かわさき水ビジネスネットワークを
通じた水関連企業の海外展開支
援について、新型コロナウイルス
感染拡大の影響を鑑み、国や
JICA等の方針を踏まえ、引き続
き取組を推進していきます。 上下水

道局

環境関連施
設の視察受
入

川崎エコタウンなどの環境
関連施設の視察を受入
れ、先端技術等の情報を
海外へ発信します。

15



川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

　【取組方針Ⅱ】強みと魅力を活かした世界的プレゼンスの向上
　　取組の方向性１　国際的認知度向上の促進
　　　①先端技術都市・かわさきの世界的アピール、国際貢献

17

インドネシア・
バンドン市と
の都市間連
携によるSDGs
や脱炭素都
市の実現に
向けた都市形
成支援の取
組

国際連
携・研
究推進
事業

３－１－１

インドネシア・バンドン市が
目指す低炭素社会実現の
ための取組を支援します。

環境省のインドネシアにおける河川水質改善
のための都市間連携事業に参画し、バンドン
市の水環境管理能力向上を支援しました。

３．ほぼ目
標どおり

・環境省のインドネシアにおける河川水質改善のための都市間連
携事業に参画し、バンドン市に対して川崎市の水環境管理関する
知見の提供や河川管理に係るマスタープラン策定のための演習を
実施しました。
・バンドン市と協議を行い、バンドン市の脱炭素社会実現のための
省エネルギー設備等導入等に係る新規プロジェクト形成を行いまし
た。

A．貢献して
いる

・本市の知見等の提供に
より、バンドン市の水環境
管理能力やマスタープラ
ン策定能力の向上に貢献
しました。
・バンドン市の脱炭素社会
実現のための省エネル
ギー設備等導入等に係る
新規プロジェクト形成につ
いてバンドン市と協議を行
うことができました。

・引き続き、環境省のインドネシア
における河川水質改善のための
都市間連携事業に参画し、バン
ドン市の水環境管理能力の向上
に貢献します。
・省エネルギー設備等導入によ
り、バンドン市の脱炭素化社会実
現に貢献します。

環境局

18

マレーシア・
ペナン州との
都市間連携
によるSDGsや
脱炭素社会
の実現に向け
た都市形成
支援の取組

国際連
携・研
究推進
事業

３－１－１

マレーシア・ペナン州が目
指す低炭素社会実現のた
めの取組を支援します。

ペナン州政府と新規プロジェクトについての協
議を行いました。

２．目標を
上回って達

成

JICA草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）に「持続可能な資
源循環型社会の構築に向けた水資源管理支援プロジェクト」が採
択され、事業開始に向け、ペナン州政府や関係機関と協議を行い
ました。

A．貢献して
いる

JICA草の根技術協力事
業（地域活性化特別枠）
に持続可能な資源循環型
社会の構築に向けた水資
源管理支援プロジェクトが
採択されました。

JICA草の根技術協力事業（地域
活性化特別枠）実施に向けペナ
ン州と協議を進め、水資源管理
能力の向上に貢献します。

環境局

19

インドネシア・
ジャカルタ特
別州との都市
間連携による
脱炭素化支
援の取組

国際環
境産業
推進事

業

４－１－１

都市間連携によるジャカ
ルタ特別州の脱炭素化支
援

・環境省JCM都市間連携事業として、ジャカル
タ特別州の現地政府とワークショップ等を新型
コロナウイルス感染症の影響により渡航が制
限されているため、オンラインで実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

・令和２（2020）年11月にジャカルタ特別州・川崎市　キックオフ会議
をオンライン開催
・令和２（2020）年12月にジャカルタ特別州向けワークショップをオン
ライン開催
・令和３（2021）年1月にかわさきグリーンイノベーションクラスター会
員企業とジャカルタ特別州とのオンライン交流会を実施 A．貢献して

いる

都市間連携を通じてジャ
カルタ特別州との脱炭素
社会の実現に向けた関係
構築が進展しました。

引き続き、都市間連携によるジャ
カルタ特別州の脱炭素社会化に
向けた取組を支援するとともに、
市内企業の海外展開に向けた
ネットワークの構築に取り組みま
す。 経済労

働局

20

ミャンマー・ヤ
ンゴン市との
都市間連携
による脱炭素
化支援の取
組

国際環
境産業
推進事

業

４－１－１

ミャンマー・ヤンゴン市が
目指す脱炭素社会実現の
ための取組を支援します。

ペナン州政府と新規プロジェクトについての協
議を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

・令和２（2020）年11月にヤンゴン市・川崎市　キックオフ会議をオン
ライン開催
・令和２（2020）年12月にヤンゴン市向けワークショップをオンライン
開催
・令和３（2021）年１月ににかわさきグリーンイノベーションクラスター
会員企業とヤンゴン市とのオンライン交流会を実施
※ミャンマーにおける軍事クーデターの景況により、一部活動はビ
デオレターにより実施。

A．貢献して
いる

都市間連携を通じてヤン
ゴン市との脱炭素社会の
実現に向けた関係構築が
進展しました。

環境省JCM都市間連携事業は
令和3年度については中断し、
ミャンマー政情について絶えず
情報収集および検討を行いま
す。

経済労
働局

21

インドネシア・
リアウ州との
都市間連携
による脱炭素
化支援の取
組

国際環
境産業
推進事

業

４－１－１

都市間連携によるリアウ州
の脱炭素化支援

・環境省JCM都市間連携事業として、リアウ州
の現地政府とワークショップ等を新型コロナウ
イルス感染症の影響により渡航が制限されて
いるため、オンラインで実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

・令和３（2021）年１月にかわさきグリーンイノベーションクラスター会
員企業とリアウ州とのオンライン交流会を実施
・令和３（2021）年２月にリアウ州プカンバル市向けワークショップを
実施

A．貢献して
いる

都市間連携を通じてリアウ
州との脱炭素社会の実現
に向けた関係構築が進展
しました。

引き続き、都市間連携によるリア
ウ州の脱炭素社会化に向けた取
組を支援するとともに、市内企業
の海外展開に向けたネットワーク
の構築に取り組みます。

経済労
働局



川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容
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22
地球温暖化
対策の推進

地球温
暖化対
策事業

３－１－１

市民・事業者などの多様
な主体との協働により、温
室効果ガス削減の取組
（緩和策）とともに、温暖化
に起因する異常気象等の
気候変動への適応策を推
進します。

・地球温暖化対策推進計画に基づき、温室効
果ガス排出量削減の取組（緩和策）と気候変
動の影響に対する取組（適応策）を着実に推
進したほか、2050年の脱炭素社会の実現に向
けて、脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャ
レンジ2050」を策定しました。
・東京オリンピック・パラリンピックを契機とした
かわさきエコ暮らし未来館の魅力向上に向け
た取組を推進しました。ただし、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止対策に伴う外出自粛
等の影響により、来場者は減少しました。
・低CO２川崎ブランド等推進協議会による製
品の認定・認証業務を実施したほか、認定・認
証製品の普及に向けた取組を推進しました。

３．ほぼ目
標どおり

・市域における温室効果ガス排出量は、人口や商業系建築物の増
加等により総合計画における目標（20.2％削減）に達しないものの、
排出量の7割以上を占める産業系部門では削減しており、前年度と
の比較では0.7％削減し、基準年度との比較では19.3％の削減（目
標値の95％達成状況）となっており、ほぼ目標どおり達成しました。
また、令和2年11月に脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ
2050」を策定し、2030年の目標地点（マイルストーン）や、脱炭素モ
デル地区の設置や廃棄物発電の更なる有効活用など、脱炭素化
の取組を加速化する30の取組などを位置付けました。
・かわさきエコ暮らし未来館について、通常の展示案内のほか環境
教室等を実施し、地球温暖化対策について普及啓発を行いました
が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により来場者数が約
5,400人（前年比約▲9,300人）と大きく減少しました。
・低CO2川崎ブランドについて、CO2削減に貢献する製品等を新た
に8件認定（累計105件）し、総合計画における目標を上回りました。

A．貢献して
いる

市域における温室効果ガ
ス排出量の削減割合は、
総合計画における年度目
標値には届いていないも
のの、CC川崎エコ会議、
地球温暖化防止活動推
進センター、地球温暖化
防止活動推進員と連携し
た協働の取組や、条例に
基づく計画書・報告書制
度の運用などの取組を実
施したことなどにより、前
年度よりも0.7％減少して
おり、施策に貢献していま
す。

・脱炭素戦略「かわさきカーボン
ゼロチャレンジ2050」を踏まえ、
地球温暖化対策推進基本計画
及び実施計画の見直しを進め、
その中で脱炭素化を加速化する
強化施策についても検討してい
きます。
・市域の温室効果ガス排出量の
削減については、排出量の7割
以上を占める産業系の事業者に
対し、計画書・報告書制度の効
果的な運用や環境功労者表彰
等の取組を通じ一層の自主取組
を促すとともに、市民や事業者に
対する普及啓発に努め、取組を
推進していきます。
・エコ暮らし未来館については、
魅力向上に向けた取組を推進
し、来館者数の拡大に取り組み
ます。
・環境配慮型ライフスタイルへの
行動変容を促進する「脱炭素モ
デル地区」を推進します。

環境局

23
国際戦略拠
点プロモー
ションの推進

国際戦
略拠点
活性化
推進事

業

４－４－１

キングスカイフロントにおけ
る企業の研究内容を紹介
するメールニュースなどの
情報発信や、国際展示会
に出展するなど、国内外
の高度人材・企業等との
ネットワーク構築に向けた
取組を推進します。

・キングスカイフロントの公式ウェブにて、キン
グスカイフロント内で行われているイベントなど
の活動状況を適宜、発信しました。
・「i-Newsletter」及び国際総合イベント「Bio
Japan」を、令和2年度以降、公益財団法人川
崎市産業振興財団へ事業移管しました。 ３．ほぼ目

標どおり

目標どおり達成しました。

A．貢献して
いる

キングスカイフロントにお
ける研究成果や最新動向
を、ホームページで公開
し、エリア内の情報を発
信・周知することで、キン
グスカイフロントで行われ
ている取組を国際的にも
ＰＲすることができている
ため。

キングスカイフロントの研究成果
や最新動向を継続して発信する
ことで、エリアの価値向上に取り
組みます。

臨海部
国際戦
略本部

24
環境技術情
報収集・発信
の取組

国際環
境技術
連携事

業

３－１－１

本市の産業公害の歴史や
先進的な取組などの環境
技術情報を収集し、環境
ポータルサイトを活用して
国内外へ情報を発信しま
す。

本市の先進的な取組などの環境技術情報を
収集し、ポータルサイトを活用して国内外へ情
報を発信しました。

３．ほぼ目
標どおり

海外向けに英語サブタイトルを追加した第17回川崎国際エコビジ
ネスフォーラムのYouTube動画や、環境に関連した話題提供等を
目的とした職員コラム（計７本）を掲載する等、 ポータルサイトを活
用して国内外へ情報を発信しました。

B．やや貢献
している

本市の先進的な取組など
の環境技術情報を収集
し、ポータルサイトを活用
して国内外へ情報を発信
することができました。

環境分野の新たな事業やビジネ
スのきっかけとなるような具体事
例や優良事例の収集発信は大き
な課題であることから、公益財団
法人地球環境戦略研究機関
（IGES）等との連携強化等を図り
つつ、効果的なポータルサイトで
の情報発信に取り組みます。

環境局

25

廃棄物処理
分野での国
際貢献の推
進

廃棄物
企画調
整事業

３－２－２

本市と協定や覚書を締結
した海外都市を中心に、
廃棄物処理や3Ｒの取組
について海外都市の行政
担当者や企業担当者に対
して、本市のこれまでの経
験や技術を活かした支援
を行います。

海外都市等からの要請に応じ、関係部署と調
整の上、海外都市の行政担当者等に対し、本
市の廃棄物処理に関する講義を通じた意見
交換等を実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

海外都市等からの要請に応じ、関係部署と調整の上、海外都市の
行政担当者等に対し、本市の廃棄物処理に関する講義を通じた意
見交換等をオンラインにて計２回実施しました。

A．貢献して
いる

廃棄物処理に関する講義
を通じた意見交換等の実
施により、海外都市にお
ける廃棄物の適正処理、
３Ｒの取組の推進及び本
市の国際的認知度向上
に貢献していると考えられ
るため。

海外都市の行政担当者や企業
担当者に対して、本市のこれまで
の経験や技術を活かした支援を
行うことは、当該都市における廃
棄物の適正処理、３Rの取組の推
進及び本市の国際的認知度向
上に貢献すると考えられることか
ら、当該事業を現状のまま継続し
ます。

環境局
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26

中国・瀋陽市
等と連携した
環境改善の
取組

国際環
境技術
連携事

業

３－１－１

本市と瀋陽市の間で締結
した協定・覚書に基づき、
瀋陽市の環境改善に向け
た取組の支援を行いま
す。

瀋陽市環境技術研修生を受入れ、瀋陽市の
環境改善に向けた取組の支援を行います。

３．ほぼ目
標どおり

瀋陽市は引き続き研修事業を希望しており、必要な費用は瀋陽市
側が負担する方向で調整を行いました。

B．やや貢献
している

瀋陽市との交流について
は、新型コロナウイルスの
感染拡大により研修受入
は中止しましたが、令和３
年度以降の研修のあり方
について瀋陽市担当部署
との打合せを行いました。

新型コロナウイルスの状況に対
応しつつ、今後の研修のあり方を
検討します。

環境局

27
上下水道分
野における技
術協力

上下水
道分野
におけ
る国際
展開推
進事業

４－１－１

世界の水環境改善に向け
て、職員の派遣や研修生・
視察者の受入等を通じた
技術協力による国際貢献
を行います。

ＪＩＣＡ等を通じた専門家派遣や研修生・視察
者受入の推進による川崎の上下水道技術の
世界への発信

３．ほぼ目
標どおり

職員２名の長期専門家派遣を実施しましたが、研修生・視察者の受
入についてはコロナ禍による入国制限の影響により１件の実施とな
りました。

A．貢献して
いる

ＪＩＣＡ等を通じた専門家派
遣について、長期専門家
の派遣を推進するなど、
施策に貢献しています。

ＪＩＣＡ等を通じた専門家派遣や
研修生・視察者受入の推進によ
る川崎の上下水道技術の世界へ
の発信について、引き続き取組
を推進していきます。なお、研修
生・視察者の受入については、
実際の上下水道施設に触れ、現
地で直接職員による説明を行うこ
とが研修生・視察者の技術力向
上に効果的であると考えるため、
今後も施設への受入を継続しま
すが、入国制限が続くことも想定
しオンラインによる研修の実施な
ど新たな手法について検討しま
す。

上下水
道局

28

グリーン・イノ
ベーション・国
際環境施策
推進事業

グリー
ン・イノ
ベー

ション・
国際環
境施策
推進事

業

３－１－１

本市との強みと特徴であ
る、環境技術・産業の集積
を活かし、国際貢献を果た
すとともに、次世代の川崎
の活力を生み出し持続可
能な社会を創造していきま
す。

グリーンイノベーションの創出を目指す研究会
を開催しました。
展示会の出展等を通じて市内外に情報発信
を行い認知度向上に努めました。

３．ほぼ目
標どおり

目標どおりに達成できました。
かわさきグリーンイノベーションクラスター参加事業者等との連携に
よりグリーンイノベーションの案件創出に向けた研究会（５回）を開
催し、環境課題の解決に向けた企業間での技術・アイデアのマッチ
ングを行いました。
エコプロ展や川崎国際環境技術展の展示会への出展（出展回数:６
回）等を通じて、脱炭素戦略、グリーンイノベーションや国際貢献の
取組等について情報発信を行いました。

B．やや貢献
している

環境課題の解決とイノ
ベーションの創出を目指
した研究会を開催し、参
加事業者間での課題の共
有及び技術・アイデアの
マッチングを通じた事業
化アイデアを獲得できたこ
と、また、展示会等へ出展
したことでグリーンイノ
ベーションの取組を広く情
報発信できたことから、一
定程度の施策への貢献が
ありました。

研究会の開催においては、より
具体的な事業化アイデアの獲得
に向けたテーマ選定及び庁内で
の情報共有・連携を強化すること
で、川崎発のイノベーションの創
出を促進します。また、脱炭素化
に向けたグリーンイノベーション
の取組については、より効果的な
情報発信に向け、展示会等の特
性に合わせた情報発信を行いま
す。
（新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に配慮しながら、研究会
の開催運営を検討していきます。
展示会等の中止により出展回数
が目標より少なくなる可能性があ
りますが、そのような状況におい
ても事業目標を達成できるよう、
オンラインイベントの出展やデジ
タルサイネージの活用など、様々
な手法を検討しながら取り組んで
いきます。）

環境局

29

UNEP等、国
際機関と連携
した国際貢献
の推進

国際環
境技術
連携事

業

３－１－１

国連環境計画(UNEP）等と
の連携により、本市の有す
る環境技術や経験を活か
し、工業化途上の都市の
環境対策や環境配慮の取
組への支援を推進しま
す。

市内の優れた環境技術や国内外の環境への
取組についての情報交換及び参加都市間と
の信頼関係の醸成を目的に、フォーラムを開
催しました。

３．ほぼ目
標どおり

市内の優れた環境技術や国内外の環境への取組についての情報
交換及び参加都市間との信頼関係の醸成を目的に、川崎国際エ
コビジネスフォーラム（オンライン）を開催しました。

B．やや貢献
している

市内の優れた環境技術や
国内外の環境への取組に
ついての情報交換及び参
加都市間との信頼関係の
醸成を目的に、川崎国際
エコビジネスフォーラム
（オンライン）を開催しまし
た。

引き続き、市内の優れた環境技
術や国内外の環境への取組に
ついての情報交換及び参加都
市間との信頼関係の醸成を目的
に、フォーラムを開催します。

環境局
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30
水素戦略推
進事業

水素戦
略推進
事業

４－２－４

「水素社会の実現に向け
た川崎水素戦略」に基づく
取組を推進します。

水素エネルギーの積極的な導入と利活用によ
る「未来型環境・産業都市」の実現に向けて、
国や関係自治体、企業等多様な主体と連携し
た水素・燃料電池のリーディングプロジェクトを
創出・推進するとともに、HPを通じた情報発信
等を通じて、水素エネルギーに関する社会認
知度の向上に向けた取組を推進しました。ま
た、利用者のニーズに合った水素を安定的に
供給する水素ネットワーク構築の具体化に向
けた検討を行うとともに、新たなプロジェクトの
創出に向けた取組を推進しました。

３．ほぼ目
標どおり

①水素サプライチェーンの構築に向けた実証事業への支援・協力
②自立型水素エネルギー供給システムの構築に向けた共同実証
事業の実施、普及方策等の検討
③使用済みプラスチック由来低炭素水素を活用した実証事業の実
施
④再生可能エネルギー由来水素の燃料電池フォークリフトへの利
活用実証事業の実施、普及方策等の検討
⑤鉄道駅におけるＣＯ２フリー水素の利活用の取組の実施
⑥パッケージ型水素ステーションの実証事業の実施と商用化の検
討、普及方策等の検討
⑦CO2フリー水素充填・フォークリフト活用モデル実証事業の実施
⑧燃料電池鉄道車両の実用化に向けた実証事業の実施に向けた
支援・協力

A．貢献して
いる

リーディングプロジェクトを
８件推進し、いずれも概ね
順調に推進できたことか
ら、施策への貢献はありま
した。

令和３（2021)年度中に、水素を
用いた燃料電池と蓄電池の組み
合わせで電車を走行させるハイ
ブリッドシステムを搭載した「ハイ
ブリッド鉄道車両」による実証試
験を川崎市内で行う予定です。
また、脱炭素化への切り札とし
て、水素の取組の重要性は一層
大きくなっております。川崎臨海
部を核とした水素ネットワーク化
の実現に向け、新たなプロジェク
トの導出を進めます。

臨海部
国際戦
略本部

国際交
流推進
事業

４－９－１

開発途上地域における課題解決に向けて
JICAと情報共有や意見交換を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

開発途上地域における課題解決に向けて、神奈川県を所管地区と
するJICA横浜と情報共有や意見交換を行いました。

B．やや貢献
している

今後もJICAとの連携が円
滑に行えるよう、良好な関
係を維持したため。

引き続きJICAと連携し、開発途
上地域における課題解決に向け
て、本市のこれまでの経験や技
術を生かした支援を行います。

総務企
画局

国際環
境産業
推進事

業

４－１－１

・国際協力機構（ＪＩＣＡ）と連携したセミナーの
実施
・国際連合工業開発機関（UNIDO）と連携し
た、国際的なビジネスマッチングの創出

３．ほぼ目
標どおり

・川崎国際環境技術展にて、JICAの中小企業・SDGsビジネス支援
事業に関するセミナーを実施し、市内中小企業を中心とした企業の
海外展開支援を行った。
・川崎国際環境技術展等にて、UNIDOと連携し、国際的なビジネス
マッチングの場を創出した。
参加国内訳：バングラデシュ、ブラジル、コロンビア、中国、エルサ
ルバドル、ガーナ、ハイチ、ホンデュラス、インド、レバノン、マダガス
カル、モルディブ、ミャンマー、北マケドニアほか

A．貢献して
いる

ＪＩＣＡやUNIDOとの連携
により、市内中小企業を
はじめとした企業の海外
展開を支援するとともに、
市内産業のＰＲにつなげ
ました。

引き続き、技術展等を通じた途
上国等への技術移転による市内
環境産業の振興を図るため、ＪＩＣ
ＡやＵＮＩＤＯと連携したセミナー
等を実施します。 経済労

働局

国際連
携・研
究推進
事業

３－１－１

ＪＩＣＡとの連携により海外からの視察・研修を
受入れ、これまでの経験や技術を活かした国
際貢献に取り組みました。

３．ほぼ目
標どおり

JICAとの連携による視察・研修については、新型コロナウイルスの
感染拡大により依頼はありませんでした。（他の関係機関からの依
頼による受入はNo.15のとおり）

B．やや貢献
している

JICAとの連携による視察・
研修については、新型コ
ロナウイルスの感染拡大
により依頼はありませんで
した。（他の関係機関から
の依頼による受入は
No.15のとおり）

オンラインによる研修等を活用し
ながら、ＪＩＣＡとの連携により海外
からの視察・研修を受入れ、これ
までの経験や技術を活かした国
際貢献に取り組みます。

環境局

上下水
道分野
におけ
る国際
展開推
進事業

４－１－１

国際協力機構（JICA）との連携については、
「上下水道分野における国際展開推進事業」
及び「上下水道分野における技術協力」の取
組内容に含まれています。

上下水
道局

国際協力機
構との連携

国際協力機構（JICA）との
連携により開発途上地域
における課題解決に向け
て、本市のこれまでの経験
や技術を生かした支援を
行います。

31
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　　　②世界に発信できる魅力づくり

32

ミューザ川崎
シンフォニー
ホールの取組
の発信

川崎シ
ンフォ
ニー

ホール
管理運
営事業

４－８－３

世界屈指の音響を誇る
ミューザ川崎シンフォニー
ホールの取組を国内外に
発信し、川崎のイメージ
アップを図ります。

11月8日にウィーン・フィルハーモニー管弦楽
団の公演を実施しました。

４．目標を
下回った

ロンドン交響楽団及びバイエルン放送交響楽団については、新型
コロナウイルス感染症の影響で日本への来日が中止となったため、
公演も中止しました。

B．やや貢献
している

世界有数のオーケストラ
公演を行うことでミューザ
川崎シンフォニーホール
の魅力を世界に発信しま
した。
・ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団の入場者数
1,865人。

引き続き世界有数のオーケストラ
公演を実施し、ミューザ川崎シン
フォニーホールの魅力を世界に
発信することで、川崎のイメージ
アップを図ります。

市民文
化局

33
音楽のまちづ
くりの推進

音楽の
まちづく
りの推
進事業
（アジア
交流音
楽祭開
催負担

金）

４－８－３

多様な活動団体等と協
働・連携しながら、音楽を
通じた国際交流や国際理
解の機会を提供します。

4月25、26日に開催を予定していましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
中止しました。

４．目標を
下回った

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止としました。

C．貢献の度
合いが薄い

オンライン等による実施で
はなく、音楽を通じた交流
するまちづくりの実施がで
きなかったため。

引き続き川崎市民にとどまらず広
くアジアの市民が音楽を通して交
流するまちづくりを目指して開催
します。

市民文
化局

34
競技スポーツ
大会開催・支
援事業

競技ス
ポーツ
大会開
催・支
援事業

４－８－１

国際大会等の開催や競技
スポーツ活動の支援を通
じ、市民がスポーツを観
る、支える、楽しみを感じ、
自らもスポーツに参加する
取組を進めます。

・川崎国際多摩川マラソンについては、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響を受け、中止と
なりました。
・多摩川リバーサイド駅伝in川崎については、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
中止となりました。
・ブラインドサッカークラブチーム選手権につ
いては、新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受け、中止となりました。 ４．目標を

下回った

目標を下回りました。
①川崎国際多摩川マラソン、多摩川リバーサイド駅伝in川崎及びブ
ラインドサッカークラブチーム選手権については、新型コロナウイル
スの感染拡大を受け、参加者の安全を確保できないと判断し、中止
としました。今後、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を含めた
実施方法の抜本的な見直しを図るために、スポーツ協会や関係団
体と協議し、令和3年度以降の方向性について検討しました。
その他、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止となった川崎
国際多摩川マラソンの代替大会として、川崎市スポーツ協会が主
催した「2020川崎国際多摩川オンラインマラソン」に協力し、1,421
名の参加を得て実施しました。

B．やや貢献
している

令和２年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大を受け
各大会が中止となり、目標
を達成することはできませ
んでしたが、「川崎国際多
摩川マラソン」代替大会と
してオンラインマラソンを
開催しました。各大会の
開催により、「する」だけで
なく、「支える」活動とし
て、障害のある方のボラン
ティアスタッフとしての交
流を実施するなど、市民
がスポーツに触れる機会
を提供しており、スポーツ
のまちづくりの推進に一定
程度貢献しています。

令和２年度は新型コロナウイルス
感染拡大を受け中止となりました
が、「川崎国際多摩川マラソン」
及び「多摩川リバーサイド駅伝in
川崎」等の開催を通して、スポー
ツの推進にとって重要な、市民が
スポーツを「する、観る、支える」
機会を提供していきます。今後
は、全ての市民が参加しやすい
多様性のある大会を開催するた
めに、新型コロナウイルス感染症
対策の徹底を含めた抜本的な見
直しを行うなど、川崎市スポーツ
協会や関係団体との連携を図り
ながら事業を継続し、スポーツの
まちづくりを進めていきます

市民文
化局

35

東京オリン
ピック・パラリ
ンピック推進
事業

東京オ
リンピッ
ク・パラ
リンピッ
ク推進
事業

４－８－１

東京2020オリンピック・パラ
リンピック大会を契機として
誰もが暮らしやすいまちづ
くりにつながる「かわさきパ
ラムーブメント」の取組を推
進します。

１　英国代表チーム川崎キャンプ運営支援
・受入準備及び運営支援
・サポーターによる運営支援
２　英国ホストタウン事業
・契約に基づく交流事業の実施
・大会に向けた英国応援機会の拡充
・事前キャンプ受入結果の記録・共有
・ブリティッシュ・カウンシルとの連携事業
３　英国応援に関わるエンゲージメント事業
・事前キャンププロモーション
・市民・事業者等との取組
・応援機運醸成に向けた事業

４．目標を
下回った

・東京2020大会が1年延期されたことに伴い、BOA及びBPAとの間
で契約した等々力陸上競技場の施設賃貸契約を改訂
・英国代表チーム川崎キャンプサポーターの方々へ活動の継続意
向確認（221名が継続）
・英国応援の取組として、「カワサキテディ＆ローズ」と題し、SNSを
通じて取組を実施。さらに、サポーターをはじめとする受入関係者
や市民による応援動画を作成し、英国へ送付
・令和3年3月9日に修学旅行が中止となってしまった小学6年生を
対象として、よみうりランドで開催された思い出づくりイベントにおい
て、PRブースを出展
・令和3年3月23日に下作延小学校において、英国発祥のスポーツ
であるクリケットの体験を通じて英国文化を学ぶための体験学習を
実施
・英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッシュ・カウンシル
と連携し、障害のあるなしに関わらず誰もが音楽を楽しめる多様な
プログラムを展開している「ドレイクミュージック」を招き、音楽関係者
向けのオンラインセミナーを3月に開催。また、障害のあるなしに関
わらず誰もがダンスを楽しめる環境づくりに取り組んでいる「ストップ
ギャップ・ダンスカンパニー」を招き、ダンサー等を対象としたオンラ
イントレーニングを3月に開催。

B．やや貢献
している

英国オリンピック・パラリン
ピックチーム受入に向け
て、新型コロナウイルス感
染防止対策を国等と連携
し進めており、準備を着々
と進めることができた。ま
た、コロナ禍において、ロ
ゴやキャラクターを活用し
た広報を展開することや
ブース出展を開催するこ
とで機運を高めることがで
きた

新型コロナウイルス感染拡大防
止対策を進めていきながら、大会
に向けて英国事前キャンプの受
入準備や機運の醸成、ホストタウ
ンの取組を推進します。

市民文
化局
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藤子・
Ｆ・不二
雄ミュー
ジアム
事業

４－８－２

「ドラえもん50周年展」をきっかけとした、企画
展やイベントの実施等、指定管理者による魅
力的な運営を行いました。

４．目標を
下回った

令和元年度から３期にわたり、「ドラえもん50周年展」を開催しまし
た。例年入館者数の２割の外国人に来館いただいていますが、新
型コロナウイルス感染症による渡航制限により、外国人を含め来館
者数は減少しました。

B．やや貢献
している

新型コロナウイルス感染
症拡大により、外国人入
館者が減少するとともに、
外出自粛要請などの影響
もあり市内市外の入館者
も大幅に減少しましたが、
本市を代表する文化施設
として「川崎市 藤子・F・不
二雄ミュージアム」は本市
の魅力を発信していま
す。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、令和２年４月1日か
ら６月４日まで臨時休館とし、令
和２年６月５日以降は、入館者数
の制限、入館回の分散、一部施
設の利用停止、シアター等の座
席数の制限などの対策を講じた
うえで再開館としました。再開館
後においては運営状況等を踏ま
えながら、感染症予防対策につ
いて必要に応じて見直しを行い
ます。

市民文
化局

岡本太
郎美術
館管理
運営事

業

４－８－２

企画展「音と造形のレゾナンス」展、「高橋士
郎・古事記」展、「クルト・セリグマンと岡本太
郎」展、「第２４回岡本太郎現代芸術賞」展の
開催、また常設展３回の開催。

３．ほぼ目
標どおり

・企画展４回、常設展３回その他関連イベントの実施。

B．やや貢献
している

来館者数５９，０４９人
新型コロナウイルスに係る
緊急事態宣言により約2か
月の休館があったが、周
辺文化施設や関係団体、
各種SNSの活用等により
岡本太郎芸術の魅力発
信に一定の成果をあげて
います。

更なる、魅力ある展覧会開催や
教育普及事業など美術館活動の
充実に努め、市民文化の振興と
国内外へ岡本太郎芸術の魅力
を発信します。

市民文
化局

東海道
かわさ
き宿交
流館運
営管理
事業

４－８－２

指定管理者と協議しながら、市内観光スポット
や川崎駅周辺施設との連携により、様々な世
代はじめ外国人等をターゲットとした東海道川
崎宿の魅力を発信しました。

４．目標を
下回った

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で来館者数減少
・展示の更新（一部英訳）

A．貢献して
いる

市内観光スポット等との連
携により、様々な世代はじ
め外国人等をターゲットと
した東海道川崎宿の魅力
を発信できたため。

指定管理者と協議しながら、引き
続き様々な世代はじめ外国人等
をターゲットとした活動や取組を
検討していきたいと考えていま
す。

川崎区
役所

日本民
家園管
理運営
事業

４－８－２

・多言語音声ガイドの広報
・英語でのＳＮＳの発信
・リーフレット・展示パネルの活用
・体験型事業の外国人対応の充実（藍染め体
験を含む）
　　※新型コロナウイルス感染症の影響で外
国人の問い合わせ、申し込み無し
・伝統芸能公演の英語対応
　　※新型コロナウイルス感染症の影響で歌
舞伎、人形浄瑠璃、獅子舞とも公演中止

４．目標を
下回った

多言語音声ガイドの広報、ツイッターを活用した英語での発信、多
言語リーフレットの配布、展示パネルの英文併記等については予定
通り実施しました。
体験型事業、伝統芸能公演での外国人対応は新型コロナウイルス
感染症の影響で実施する機会がありませんでした。

B．やや貢献
している

外国人利用者は大幅に
減少したものの一定数あ
り、各種活動の充実を通
じて文化芸術活動の振興
に寄与していることから、
一定程度の施策への貢
献はありました。

現在訪日外国人の利用はありま
せんが、感染症流行下における
サービスや情報提供のあり方を
検討し、川崎の魅力を高めるた
め、引き続き国内外にアピール
するための取組を進めます。

教育委
員会

藤子・Ｆ・不二
雄ミュージア
ム、日本民家
園などの文化
施設の活用

36

国内外への発信力のある
藤子・Ｆ・不二雄ミュージア
ムや日本民家園などの魅
力を積極的に国内外へア
ピールすることにより、川
崎の魅力を高めます。
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37
国際色豊かな
イベントの開
催

まちづく
り連動
事業

４－１－２

全国的に認知され、海外
からも注目を集める「カワ
サキハロウィン」をはじめ、
アジアンフェスタなどの国
際色豊かなイベントを開催
します。

【アジアンフェスタ】（中止）
令和2年4月25日(土)、26日(日)
※新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事
態宣言が発令されたこと等から、中止としまし
た。
後援：（公財）川崎市国際交流協会、在京タイ
王国大使館、駐日横浜大韓民国総領事館、
駐日ベトナム社会主義共和国大使館、駐日イ
ンド大使館
＜イベント内容＞
・中国、韓国、タイ、ベトナム、インド料理等を
気軽に味わえる”アジア屋台村”や商店街イベ
ントを開催
また、イベントパンフレットを持参するとアジア
系料理の協力店で２日間限定の特典を受けら
れる
【カワサキハロウィン】
令和2年10月1日（木）～31日（土）開催
・事前広報でフォーリンプレスセンター（ウォッ
チジャパンナウ、プレスリリース）等活用
・プレスリリース等を英語版作成
＜イベント内容＞
・31日(土) ハロウィンアワード（仮装コンテスト）
開催
　ON LINE生番組にて優秀仮装を発表
・31日(土) オンラインハロウィンパレード開催
・10月9日(金)～31日(土) ハロウィン・スペシャ
ル・フェア
　スタンプラリーやトリック・オア・トリートなど、エ
リア内の商店街及び商業施設で実施

４．目標を
下回った

【アジアンフェスタ】
※新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事態宣言が発令された
こと等から、中止としました。
【カワサキハロウィン】
・世界中から仮装動画を募集し、オンラインにてハロウィンパレード
を実施。オンラインだからこそできる新しいハロウィンのカタチを全
世界に発信
・仮装動画投稿数（ＳＮＳへの）総投稿数：2,500件
・メディア露出媒体数：781媒体

B．やや貢献
している

新型コロナウイルス感染
症の影響により、アジアン
フェスタは中止となりまし
たが、カワサキハロウィン
においては、史上初オン
ラインでの開催とし、仮装
動画は世界中から投稿さ
れ、総投稿数は2,500件
に上るなど、ニューノーマ
ルの時代にオンラインを
通じて、カワサキハロウィ
ンの魅力、ひいては川崎
の魅力を全世界に発信す
ることができました

アジアンフェスタは国際色豊かな
イベントとして今後継続して実施
していきます。
カワサキハロウィンは令和2年度
の実績を踏まえ、ニューノーマル
の時代に併せたイベントを実施
し、全世界に川崎の魅力を発信
していきます。

経済労
働局

　　　③戦略的な情報発信

38
シティプロ
モーション推
進事業

シティプ
ロモー

ション推
進事業

４－９－１

戦略的な情報発信等によ
り、市民のシビックプライド
の醸成及び対外的な都市
イメージの向上を図りま
す。

川崎日和の繁体字版をリニューアルしました。

４．目標を
下回った

川崎日和の繁体字版をリニューアルし、800部作成しました。

B．やや貢献
している

本市の魅力情報を届ける
ことができたため。

川崎日和の英語版、簡体字版を
作成予定です。

経済労
働局

39
映像のまち・
かわさき推進
事業

映像の
まち・か
わさき
推進事

業

４－８－３

多様な映像関係主体で構
成する｢映像のまち・かわさ
き｣推進フォーラムを中心と
して、市内の豊富な映像
資源による活動を促進す
るとともに、市内のさまざま
な魅力あるスポットを映像
関連のロケ地として活用す
るなど、市民が映像に親し
む機会の創出とまちの魅
力の発信をすることで、本
市の魅力を高め、映像文
化の振興を図ります。

引き続き、「映像のまち・かわさき」推進フォー
ラムを通じて市内の映像資源を生かした映像
活動の支援、情報発信を行うとともにロケ地支
援、映画祭の実施等を通して市民が映像を親
しむ機会の創出、映像文化の振興、本市の魅
力発信につなげました。

４．目標を
下回った

「映像のまち・かわさき」推進フォーラムが中心となり、コロナ禍にお
けるイベント開催をテーマとした講演会や小学校での映像制作授
業等を開催しました。また、ロケ支援相談窓口を設置しています
が、コロナ禍でロケの需要が減っていることに伴い、市の施設での
ロケ件数が減少しました。

B．やや貢献
している

子どもたちの映像制作等
の「映像のまち・かわさき」
推進フォーラムによる取組
や、ロケ地川崎の推進
は、人材育成、地域活性
化、都市イメージの向上
等に寄与することから、施
策へ貢献していると考えま
す。

引き続き、関係団体等との連携
や協力を図り、映像技術の進展
等社会環境の変化、特にコロナ
禍における映像の活用（動画の
製作やオンラインイベントなど）な
どが進んでいることなど適宜にか
なった効果的な取組を検討し、
推進していきます。

市民文
化局
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　　取組の方向性２　海外から人を川崎にひきつけるまちづくり
　　　①海外観光客の誘致

40
観光振興事
業

観光振
興事業

４－９－２

情報発信や観光案内機能
の充実等の取組を進める
とともに、外国人観光客の
誘客を促進します。

・新型コロナウイルス感染症の影響により外国
人観光客の誘客を見送り、Facebookやインフ
ルエンサーを活用した更なる情報発信を行い
ました。
・国際交流協会等と連携し、外国からの教育
旅行の受入れに向けた準備を行いました。 ４．目標を

下回った

新型コロナウイルス感染症の影響により宿泊施設の外国人年間宿
泊客数は目標未達成となりました。

B．やや貢献
している

Facebookによる多言語で
の情報発信、中国・台湾・
香港・タイの在日インフル
エンサー招請により、外国
人観光客に向けた情報発
信を行っています。

新型コロナウイルス感染症の状
況に合わせ、ターゲットを選定し
たり、タイムリーな情報発信を更
に強化する必要があるため、時
機を捉えた効果的な情報発信を
行います。 経済労

働局

41
産業観光推
進事業

産業観
光推進
事業

４－９－２

川崎産業観光振興協議
会、市観光協会、商工会
議所等の関係機関と一体
となって、本市の産業観光
の推進及び認知度向上を
図ります。

・産業観光ツアー、工場夜景ツアーの推進を
行いました。
・ようこそ!かわさき検定の実施等により新たな
ガイドの養成に取り組みました。

４．目標を
下回った

新型コロナウイルス感染症の影響により・産業観光ツアーの実施回
数や工場夜景ツアーの年間参加者数は目標未達成となりました。

B．やや貢献
している

産業観光の推進及び認
知度向上につながりまし
た。

継続して産業観光の推進および
認知度向上に取り組みます。

経済労
働局

42

東京オリン
ピック・パラリ
ンピックを契
機とした外国
人観光客の
誘致

観光振
興事業

４－９－２

東京2020オリンピック・パラ
リンピックに向け、海外から
本市を訪れる観光客が増
加することが見込まれるこ
とから、この機会を生かし
て、経済・観光の振興等を
図ります。

市内飲食店における多言語化の推進等を通
じて、外国人観光客の受入体制の強化を行い
ました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルス感染症の影響により外国人観光客の受入体制
の強化は目標未達成となりました。

A．貢献して
いる

ぐるなびと連携して作成し
た多言語マップの配付等
を通じて将来的な外国人
観光客受入意識の醸成を
図るなど、観光の振興を
行っているため。

受入環境の整備を継続して行う
必要があるため、継続して運営を
行います。

経済労
働局

　　　②海外ビジターの受入環境の整備

国際交
流推進
事業

４－９－１

所管課からの依頼に基づき、翻訳を行い、必
要に応じて、「誰もが分かりやすい公共サイン
整備に関するガイドライン」の見直しを行いま
した。
また、市内案内表示に係る３言語での翻訳作
業や作成する上でのアドバイス等、庁内各課
の支援を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

所管課からの依頼に基づき、案内表示など公共サインの翻訳を実
施しました。

B．やや貢献
している

公共サインの多言語化支
援を通じて、環境整備を
行えたため。

引き続き、公共サインの多言語
化支援を行っていきます。

総務企
画局

ユニ
バーサ
ルデザ
イン推
進事業

１－２－３

・ユニバーサルデザインの理解促進に向けた
取組の推進
・「誰もが分かりやすい公共サイン整備に関す
るガイドライン」に基づく取組の推進
・バリアフリー基本構想・推進構想の進捗管理
及びバリアフリーマップの改定に向けた取組
の推進

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。

A．貢献して
いる

バリアフリーマップの改定
（新川崎駅・鹿島田駅周
辺地区）を実施するなどユ
ニバーサルデザイン都市
の実現に向けて、施策に
貢献した。

引き続き、ユニバーサルデザイン
都市の実現に向けて一層の取組
の推進に努めます。

まちづく
り局

市内案内表
示の多言語
対応

グローバル化に伴い増加
が見込まれる外国人観光
客や外国人ビジネス客、
外国人市民が、円滑かつ
快適に移動又は滞在でき
る環境整備を推進します。
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取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

44
事業者・関係
団体等との連
携の取組

産業観
光推進
事業

４－９－２

グローバル化に伴い増加
が見込まれる外国人観光
客等の受入環境の整備に
向けて、関係団体や事業
者等と連携した取組を推
進します。

引き続き関係団体と連携し、協議会等での情
報共有を図り、外国人観光客等の受入環境を
整備しました。

３．ほぼ目
標どおり

川崎市国際交流協会と連携を図り、外国人観光客等の受入環境
整備に向けた調整を行いました。

A．貢献して
いる

川崎産業観光振興協議
会等、関係団体や事業者
等と連携した取組を推進
しているため。

受入環境の整備のためには、継
続的な取組が必要であるため、
計画どおり事業を継続します。

経済労
働局

45
公衆無線ＬＡ
Ｎ環境の整備

地域情
報化推
進事業

４－２－５

外国人来訪者も含め、市
内の誰もが利用できる公
衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環
境を整備します。

行政施設への公衆無線LAN環境の整備及び
民間のアクセスポイントや接続アプリを活用し
た、かわさきWi－Fiの利用範囲の拡張（2,200
か所）

４．目標を
下回った

民間事業者との連携の効果が想定よりも下回ったため、1,703アク
セスポイントに止まり、目標を達成することができませんでした。

B．やや貢献
している

外国人来訪者も含め、市
内の誰もが利用できる公
衆無線LAN（Wi－Fi）環
境の整備を推進したこと
から、施策への貢献が一
定程度できていると考えま
す。

国や通信事業者の動向を踏まえ
つつ、民間事業者との連携を強
化しながら、民間アクセスポイント
をより効果的に活用することで改
善していきます。

総務企
画局

川崎駅
周辺総
合整備
事業

４－５－１

・ホテル及びオフィス等の工事完成に向けて
開発事業の誘導を促進しました（令和２年５月
ホテル開業）。

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。

A．貢献して
いる

・記載の通り誘導を促進し
たため。

概ね予定通り進捗しているため。

まちづく
り局

京急川
崎駅周
辺地区
整備事

業

４－５－１

・川崎駅北口第２街区１０番館ビルについて、
設計及び解体工事が完了しました。
・京急川崎駅西街区の事業着手に向けた調
整を進めるとともに、基盤の整備等に関する検
討を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。

A．貢献して
いる

・川崎駅北口第２街区１０
番館ビルについて、概ね
予定通り進捗しているた
め。
・京急川崎駅西街区の事
業着手に向けた調整、基
盤の整備等に関する検討
について、概ね予定どお
り進捗しているため。

概ね予定どおり進捗しているた
め。

まちづく
り局

47
港湾空間を活
用した取組の
推進

港湾振
興事業

４－４－３

クルーズ船（ホテルシップ
等）の誘致に向けた取組
を進めることにより、地域の
活性化や効果的な本市の
魅力発信を推進します。

川崎港の魅力を更に高めていくため、港湾緑
地等の施設や港湾空間を活用し、多くの人に
親しまれるイベントの開催やクルーズ船の誘致
など、新たな賑わい創出に向けた取組を推進
しました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルス感染症拡大による外国クルーズ船運航の停止
状況の中で、全国クルーズ船活性化協議会での議論に参加し、コ
ロナ禍での旅客船や観光船の寄港対応についての検討を進めまし
た。

C．貢献の度
合いが薄い

2020年2月に大型クルー
ズ船で新型コロナウイルス
感染症が発生して以来、
全国的に国際クルーズは
停止した状態にあり、旅客
船や観光船の寄港対応
は進めているものの、現
状では国際施策推進の観
点における貢献度は薄
い。

本市の貴重な観光資源である工
場夜景を活用した観光クルーズ
の検討を進め、今後のクルーズ
船誘致について、他都市の動向
等を把握しながら、川崎港の新た
な賑わい創出に向けて取組を推
進します。

港湾局

羽田空港からのアクセスな
ど、川崎駅周辺の立地特
性を活かした都市機能の
誘導を図ります。

国際化を見据
えた都市拠点
の形成
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取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

　　取組の方向性３　海外諸都市との戦略的な関係の構築
　　　①海外都市との互恵的交流の促進

48
海外諸都市と
の経済・産業
交流の推進

海外販
路開拓
事業

４－１－１

市内企業の海外への販路
の開拓などビジネスの国
際化を支援し、国際競争
力の強化等をめざすた
め、海外諸都市との経済・
産業交流を推進します。

商談会・現地調査や海外各都市からの視察・
訪問を通じた産業交流を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルス感染症の影響により諸外国との往来が制限され
たことから、台湾、ベトナム現地の企業とオンライン形式で商談会を
実施し、市内企業のビジネスマッチングを支援しました。

B．やや貢献
している

海外現地企業とのオンラ
イン商談会の開催を通
じ、市内企業のビジネス
国際化につながる経済・
産業交流を推進しました。

市内企業の展示会、商談会参加
や、海外からの訪問受入を通じ、
海外諸都市との経済・産業交流
を推進します。

経済労
働局

49
音楽等による
文化交流の
推進

音楽の
まちづく
り推進
事業

４－８－３

本市の特色である「音楽の
まちづくり」等を生かした、
海外諸都市との文化交流
を推進します。

英国・シェフィールド市との交流30周年記念ラ
ジオ番組の放送（収録：2020年7月18日・放送
2020年7月26日（日））を実施しました。

４．目標を
下回った

友好都市オーストリア・ザルツブルク市関連のコンサートについて
は、新型コロナウイルス感染症の影響で日本への来日が中止と
なったため、公演も中止しました。

B．やや貢献
している

姉妹・友好都市との交流
コンサートを行うことで、本
市の特色である「音楽のま
ちづくり」等を生かした、海
外諸都市との文化交流を
推進しました。
・英国・シェフィールド市と
の交流30周年記念ラジオ
番組の放送（収録：2020
年7月18日・放送2020年7
月26日（日））を実施

友好都市オーストリア・ザルツブ
ルク市関連のコンサートを行って
いくと同時に、令和3年度の中
国・瀋陽市（姉妹都市提携40周
年）との交流コンサートを実施す
ることで、本市の特色である「音
楽のまちづくり」等を生かした、海
外諸都市との文化交流を推進し
ます。

市民文
化局

50
姉妹・友好都
市との交流の
推進

国際交
流推進
事業

４－９－１

姉妹・友好都市との代表
団・研修訪問団等の派遣・
受入を行い、友好親善を
図るとともに、互恵的関係
の構築に向けた取組を促
進します。

イギリス・シェフィールド市との友好都市提携
30周年を祝し、同市名誉市長宛て市長親書を
送付しました。
また、例年行っているジュニア文化賞大賞受
賞者（こども親善大使）のオーストラリア・ウーロ
ンゴン市への派遣が中止となった代わりに、受
賞作品を通じたビデオ交流など新たな形の交
流を行いました。 ３．ほぼ目

標どおり

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により海外渡航が困難な状
況であったため、海外都市との交流は例年より減少しましたが、イギ
リス・シェフィールド市との友好都市提携30周年を祝し、同市名誉市
長宛て市長親書を送付しました。また、例年行っている
ジュニア文化賞大賞受賞者（こども親善大使）のウーロンゴン市へ
の派遣が中止となった代わりに、受賞作品を通じたビデオ交流など
新たな形の交流を行いました。

B．やや貢献
している

両市が培ってきた知見を
相互に交換し、互恵的関
係の構築を推進したた
め。

引き続き、お互いの都市が持つ
特性を活用し、それぞれのメリット
を明らかにした互恵関係が構築
できる交流事業を実施することに
より、地域における国際交流を推
進していきます。
一方で、新型コロナウイルス感染
症のｊ感染拡大に伴い海外渡航
が困難な状況が続いていること
から、相互訪問による交流は当
面見合わせますが、オンラインで
のやり取りなど交流の手段を多様
化させ、新たな交流のあり方を検
討します。

総務企
画局
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取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

　【取組方針Ⅲ】多様性を活かしたまちづくりの推進
　　取組の方向性１　地域での交流・多文化共生の促進
　　　①国際相互理解、国際交流、地域の支え合い

51

（公財）川崎
市国際交流
協会と連携し
た取組

交流推
進事業

４－９－１

（公財）川崎市国際交流協
会補助金を交付することに
より、市民レベルでの国際
交流や国際相互理解、国
際友好親善の推進を支援
します。

①多言語による情報誌（「ハローかわさき」等）
やホームページによる情報提供
②ウーロンゴン大学川崎研修の研修生受入れ
及び海外姉妹・友好都市への市民交流団の
派遣（受入れや派遣については、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止のため中止）
③市民と外国人との相互理解友好親善を深
めるフェスティバルや、国際交流と国際理解を
推進するイベントや交流会の開催（新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため中止）
④国際・多文化の理解を深める講座や、国際
交流と国際理解を促進するために外国語を習
得する各種語学講座の開催（市民向けの語学
講座について、前期は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止）
⑤ボランティアの登録拡充や育成に向けた研
修会や交流会の実施
⑥外国人市民のための生活情報などの講座
を開催
⑦外国人留学生への修学奨励金支給
⑧民間国際交流団体の活動促進と支援する
ための補助金交付（新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、海外渡航による国際交流
及び国内での交流事業を行うことが難しく申
請なし）

３．ほぼ目
標どおり

①情報誌「ハローかわさき」を11言語及びやさしい日本語で6回発
行し、ホームページにて各種事業・イベント、講座、ボランテイア活
動等の情報を発信しました。また、「かわさきイベントアプリ」や「つな
ぐっとKAWASAKI」などのアプリを活用した情報提供を行いました。
②受入れ、派遣については、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止となりました。
③７月に開催を予定していた「インターナショナル・フェスティバル」
及び多文化共生推進イベントとして開催を予定していた「ボッチャ
競技体験」については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止としました。
④インドネシアの料理講座を通じた交流会をオンライン配信により
開催しました。また、市民向けの語学講座について、前期は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中止しましたが、後期は実施し
ました。
⑥外国人のための生活情報講座を４回開催し、99名の参加があり
ました。
⑧新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、海外渡航による国
際交流及び国内での交流事業を行うことが難しく申請は０件でし
た。

B．やや貢献
している

新型コロナウイルス感染
症の影響により、各種イベ
ント・講座の開催について
も、中止や利用人数を制
限しましたが、実施した事
業等については参加者、
受講者を一定程度確保
し、施策の推進に一定程
度貢献しました。

引き続き、様々な環境の変化に
も対応できるよう多くの参加者、
受講者等の確保に向けて、工夫
をしながら実施していきます。

市民文
化局

52

川崎市国際
交流センター
を活用した取
組

国際交
流セン
ター管
理運営
事業

４－９－１

川崎市国際交流センター
におけるイベント等の開催
を通じて、市民交流を促進
し、国際相互理解・文化理
解の促進を図ります。

①図書・資料室、情報ロビー、展示ロビー、
ギャラリーなどを活用して、国際交流、多文化
理解、国際協力等に関する情報の提供・発信
やイベント等を実施(新型コロナウイルス感染
拡大防止のため4月、5月の約2ヶ月間は休室)
②ホームページ、フェイスブック、ブログなどの
媒体により、センターの事業・施設情報をはじ
め、生活や国際交流に関する情報や川崎市
の魅力を多言語にて発信
③メディアや広報紙により各種行事や施設の
利用情報を提供
④外国人市民の日本語学習を支援する講座
の開催(一部講座について、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止)
⑤国際文化を理解するセミナーや講座などの
開催
⑥外国人による日本語スピーチコンテストの実
施（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
You Tubeによるオンライン配信で視聴）
⑦外国人のための生活等の相談事業

３．ほぼ目
標どおり

①図書・資料室については、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、4月、5月の約2ヶ月間休室としましたが、国際交流に関する図
書の充実を図るとともに、情報ロビーにおいて図書・資料室の本の
紹介のパネル展示を約4ヶ月間実施しました。また、展示ロビーに
おいて、「川崎ジュニア文化賞」入賞作品の展示などを行いました。
②③ホームページで、「外国人への情報提供」、「小学生への情報
提供」、「川崎の魅力発信」、「多言語ブログ」を年間を通じて発信し
ました。また、「国際交流センターだより」を9回、広報誌「SIGNAL」
を4回発行し、センター事業等の情報発信を行いました。
④日本語講座については、1学期は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止としましたが、2・3学期はコロナ対策を行い、午前
37回、夜間24回開催しました。
⑤国際文化理解講座として、チェコの文化を学ぶ講座(3回)、国際
理解講座として、英語4回、韓国語1回、中国語1回、それぞれ開催
しました。
⑥第26回日本語スピーチコンテストについては、令和3年2月に開
催し、11名の外国人が参加し開催しました。新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、来場は関係者のみとし、YouTubeによるオンラ
イン配信を行いました。
⑦70「国際交流センター等を活用した外国人相談の実施」に記載

B．やや貢献
している

新型コロナウイルス感染
症の影響により、各種イベ
ント・講座の開催について
は、中止又は利用人数の
制限を行いましたが、実
施した事業等について
は、参加者、受講者を一
定程度確保し、施策の推
進に一定程度貢献しまし
た。

引き続き、国際交流センターに
おけるイベント、講座等を通じ
て、市民レベルでの国際交流活
動の推進や国際相互理解の増
進、多文化共生社会の実現を図
ります。

市民文
化局
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取組名
事務

事業名
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対する
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取組内容の実績等
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貢献度
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評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

外国人
高齢者
支援事

業

１－４－３

・在日高齢者交流クラブ「トラヂの会」会食会
・識字学級
・ミニデイサービス
・地元学生との交流会
・老人ホーム慰問
・介護サービス手続き関連
・行政サービス等の手続き関連
・生活全般に関する相談  等

３．ほぼ目
標どおり

目標どおり達成できました。

B．やや貢献
している

日本人と在日外国人との
交流や生活全般に関する
相談を行い、多文化共生
による地域社会づくりに寄
与したため。

今後も継続して事業を行います。

健康福
祉局

社会教
育振興
事業

２－３－２

・共生による地域社会づくりを目指し、外国人
市民と日本人市民がともに学びあい、相互理
解を深める事業を実施しました。

４．目標を
下回った

・4月～７月までの講座については、新型コロナウイルス感染症防止
拡大のため中止としました。
・8月以降、外国人市民と日本人市民がともに学びあい、相互理解
を深める事業を、新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しなが
ら実施しました。

A．貢献して
いる

事業の実施により、国際
相互理解を深め、地域で
共に暮らす社会を実現し
ました。（延べ講座参加者
数2453人）

引き続き、ふれあい館において、
交流活動や相談事業、共生によ
る地域社会づくりを目指した社会
教育事業を実施します。 教育委

員会

54
外国人学校と
の交流の推
進

教職員
研修事

業
２－２－４

朝鮮初級学校の近隣校や
交流校との交流を実施し
ます。また、朝鮮学校と市
立学校との「川崎市立学
校児童生徒・神奈川朝鮮
学生美術交流展」を開催
します。

・朝鮮学校と市立学校との作品を一堂に集め
た「川崎市立学校児童生徒・神奈川朝鮮学生
美術交流展」を開催し、会期１日目のセレモ
ニーでは展覧会会場近隣の小学校の児童と
朝鮮学校の児童による交流を、最終日には指
導者による研修会を行う予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全
て中止としました。

４．目標を
下回った

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全て中止としまし
た。

B．やや貢献
している

R1年度は、392名の入館
がありました。この事業そ
のものは、国際関連事業
にやや貢献しているとい
えます。

展覧会会場となっている教育文
化会館が使用できなくなることか
ら、新たな展覧会の在り方を構築
していく必要があります。

教育委
員会

地域課
題対応
事業

（幸区）

幸区

①国際理解基礎講座(2回実施）
②多文化共生に関する講演会
③多文化交流会(新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止）

３．ほぼ目
標どおり

来場者数は、①が13人・17人、②が45人でした。

A．貢献して
いる

参加者アンケートより、多
文化共生に対する理解度
は上がっており、多文化
共生に関する講座におい
て、外国人市民との交流
を活性化するとともに、多
文化共生の啓発が進んで
います。

多文化共生に関心を持ってもらう
ための啓発については、一定の
成果を収めたと考えています。引
き続き増加する外国人市民との
相互理解を目指し、関係部署とも
連携しながら地域課題の解決に
向けた取組を進めていきます。

幸区役
所

地域課
題対応
事業
（高津
区）

高津区

①多文化防災訓練（新型コロナウイルス感染
症対策のため中止）
②地域めぐり（新型コロナウイルス感染症対策
のため中止）
③料理・文化講習会（新型コロナウイルス感染
症対策のため中止）
④多文化共生講演会（1月16日（土））
⑤外国人市民の子どもと保護者の子育てひろ
ば（9月から12月まで4回実施）
⑥外国につながる児童への学習支援（9月か
ら12月まで7回実施）

４．目標を
下回った

①多文化防災訓練（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
②地域めぐり（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
③料理・文化講習会（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）
④多文化共生講演会(1月16日(土))
⑤外国人市民の子どもと保護者の子育てひろば（4月～8月・1月～
3月中止）
⑥外国につながる児童への学習支援（4月～8月・1月～3月中止）

A．貢献して
いる

コロナ禍で十分な広報は
できなくても参加者があり
ました。アンケート結果か
らも好評を得ています。類
似の事業はなく、費用対
効果は大きいものといえま
す。

事業を通じた相互理解を進める
ために、広報と交流を効果的な
手法で進める必要があります。

高津区
役所

地域課
題対応
事業
（麻生
区）

麻生区

市民主体の実行委員会の企画により、外国人
市民との相互理解を目的とした交流の機会を
提供しました。

３．ほぼ目
標どおり

外国人市民ゲストスピーカーを招いたオンライン公開講座「なぜ、
彼女は日本で英語の講師に？～言葉の文化で旅する世界～」を
企画。3月13日に開催し、38名の参加者が交流しました。

A．貢献して
いる

参加者のアンケートから
多文化共生に関する理解
の浸透が読み取れるた
め。

多様な背景や価値観を持った
人々がバリアなく活躍できる地域
社会の実現を目指して、外国人
市民の積極的な参加の促進や、
関心のある市民との対話を重ね
ながら、多文化共生社会への理
解を深めるための取組を進めて
いきます。

麻生区
役所

多文化共生
推進事業

区内に居住する外国人市
民を含む区民が相互理解
を深め、地域に住むよき隣
人としての関わりを体感
し、多様性がもたらす地域
の豊かさへの気づきとなる
交流機会を提供します。

日本人と在日外国人との
交流施設であるふれあい
館において、学習サポート
事業、外国人高齢者との
交流活動事業や相談事
業、共生による地域社会
づくりを目指した社会教育
事業を実施します。川崎市ふれあ

い館を活用し
た取組

53

55
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　　　②外国人市民の社会参画

56
外国人市民
施策推進事
業

外国人
市民施
策推進
事業

５－２－１

国籍や民族、文化の違い
を豊かさとして生かし、す
べての人が互いに認め合
い、人権が尊重され、自立
した市民として共に暮らす
ことができる「多文化共生
社会」の実現をめざしま
す。

〇代表者会議第13期1年目の運営
・定例会　8回開催
・ニューズレター　2回発行
○所管課への働き掛け
・10月1日現在の提言の取組状況調査
〇区役所窓口への翻訳機等の導入（７台）

４．目標を
下回った

外国人市民代表者会議の運営については、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため臨時会（オープン会議）は開催せず、また、
ニューズレターも例年より発行回数を減らし、８言語で年２回発行し
ました。

B．やや貢献
している

・外国人市民代表者会議
第１３期１年目を滞りなく
運営しました。
・10月１日現在の提言へ
の取組状況の進捗状況
調査により、対応が可能
なことから取り組んでいる
ことを確認しました。
・新型コロナウイルス感染
症の影響により市民祭り
等が中止となったため、行
事へは参加できませんで
した。

平成31年4月より、改正出入国管
理法が施行され、これまで以上
に外国人市民が増加することが
見込まれます。今後さらに外国人
市民のニーズに合わせた施策が
重要となるため、今後も事業を継
続します。 市民文

化局

57

市立学校へ
の外国人市
民の講師派
遣

多文化
共生教
育推進
事業

２－２－１

地域の外国人市民等に
「民族文化講師」として自
国の文化を児童生徒に伝
えるボランティア活動を依
頼し、市立小学校、中学
校、高等学校、特別支援
学校に派遣する、「学校の
中でできる多文化ふれあ
い交流会」を実施します。

・合同による実施校事前説明会は新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため中止し、個別
に説明会を開催しました。
・9月～3月に各学校で事業を実施しました。
・2月の「交流会」は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止しました。
・実践事例の資料や意見交換の記録を「実践
収録」に掲載し各学校に配布しました。

３．ほぼ目
標どおり

①については、延べ193人の民族文化講師を66校に派遣しました。
③について、交流会は中止となりましたが、実践事例集により各学
校の取組状況についての情報提供を行いました。

B．やや貢献
している

民族文化講師ふれあい事
業は、コロナ禍においても
学校で内容を工夫しなが
ら楽しく取り組むことがで
き、積極的に実施しようと
する学校が増えていま
す。

・民族文化講師ふれあい事業に
ついては、文化体験のバリエー
ションを増やしながら、希望する
学校が実施できるよう可能な限り
規模を拡大して継続していきま
す。
・各学校の多文化共生教育の充
実に向けた実践事例報告会につ
いては、コロナウイルス感染症等
の状況を見据えながら、効果的
な学校間の情報共有が図れるよ
う、手法を検討していきます。

教育委
員会

外国人
市民施
策推進
事業

５－２－１

・引き続き、外国人市民及び外国人観光者向
けに多言語による情報発信を行うことにより、
多文化共生社会の実現と観光を通じた魅力あ
るまちづくりを推進しました。
・引き続き、株式会社セブン銀行アプリ内で川
崎市の外国人向けに川崎市の情報を掲載し
ました。

４．目標を
下回った

・外国人住民・観光客向けの冊子やリーフレットの配布を行ってい
た株式会社セブン銀行川崎アゼリア出張所が閉鎖されましたが、ア
プリ内で川崎市の情報を記載しています。

B．やや貢献
している

・株式会社セブン銀行ア
プリ内で川崎市の外国人
向けに川崎市の情報を掲
載したため。

平成３１年４月より、改正出入国
管理法が施行され、これまで以
上に外国人市民が増加すること
が見込まれます。今後さらに外国
人市民のニーズに合わせた施策
が重要となるため、今後も事業を
継続します。

市民文
化局

産業観
光推進
事業

４－９－２

観光案内所や羽田空港内の観光センター等
において、効果的な情報発信に取り組みまし
た。

４．目標を
下回った

新型コロナウイルス感染症の影響により一部期間、施設が閉鎖とな
りました。

B．やや貢献
している

外国人市民及び外国人
観光者向けに多言語によ
る情報発信を行う必要が
あるため、継続して店舗で
の情報発信を実施しま
す。

外国人市民及び外国人観光者
向けに多言語による情報発信を
行う必要があるため、効果的な情
報発信に取り組みます。

経済労
働局

59
外国人介護
人材活用へ
の取組

福祉人
材確保
対策事

業

１－４－２

介護福祉士の国家資格を
有する方を対象とする新た
な在留資格の創設等の法
改正に伴う福祉・介護現場
への外国人労働者の受入
れを支援します。

昨年度に引き続き、ビジネスマナー研修や日
本語研修を実施しました。また、インターン
シップの受入を予定していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により実施が困難と
なったため、受入を見送り、代替的取り組みと
して国内在留の外国人に在留資格の切替が
必要な方向けに就業支援を実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

日本語研修　10名受講（e-learning)
ビジネスマナー研修　15名受講（複数回開催）
介護関係研修　26名受講(複数回開催）
在留資格の切替による就労支援　5名就労
※インターンシップの受入はなし

B．やや貢献
している

国内在留者向けの取り組
みに切り替えたところ、全
国から問い合わせがあり、
市内介護事業所への就
労にもつながったことか
ら、介護人材確保の一手
段として期待できるため

国内在留者への支援を継続しつ
つ、新型コロナウイルス感染症の
状況、国の動向等も注視しながら
インターンシップの受入再開につ
いても検討を進めていきます。

健康福
祉局

株式会社セブン銀行と連
携し、外国人市民及び外
国人観光者向けに多言語
による情報発信を行うこと
により、多文化共生社会の
実現と観光を通じた魅力
あるまちづくりの推進を目
指します。

多文化共生
社会の実現と
観光を通じた
魅力あるまち
づくりの推進

58
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60
住民投票制
度の運営

自治推
進事業

５－１－１

本市の住民投票制度で
は、選挙権の有無にかか
わらず、幅広い住民が投
票に参加できるよう、その
投票資格者に外国人住民
を含めています。

・６か国語のリーフレット等を用いた広報の継
続実施

３．ほぼ目
標どおり

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ
語の６か国語のリーフレットを用いた広報の継続実施を行いました。

A．貢献して
いる

　６か国語のリーフレットの
市ＨＰでの掲載や市内公
共施設への配架により外
国人住民への周知は十
分に行えていると考えま
す。

　今まで通り住民投票の有資格
者である外国人住民へ制度の周
知を図っていく必要があります。

市民文
化局

　　取組の方向性２　誰もが暮らしやすい環境づくり
　　　①コミュニケーション支援

外国人
市民施
策推進
事業

５－２－１

・10月1日現在の多言語広報資料の現状調査
及び進捗状況の把握
・多言語広報資料一覧の配布及び市ＨＰでの
公開
・広報資料の多言語化に向けた取組の働き掛
け

３．ほぼ目
標どおり

・多言語広報資料について、全庁内に現状調査を行い、10月1日
現在の資料一覧をまとめ、区役所や関係機関を通じて市民へ配布
するとともに、市ＨＰで公開しました。
・外国人市民施策に関わる庁内の関係課で組織される会議で、広
報資料の多言語化の推進を依頼しました。

B．やや貢献
している

庁内外への広報や庁内
への働き掛けにより、多言
語広報資料の合計言語
数が、毎年増加している
ため。

平成31年4月より、改正出入国管
理法が施行され、これまで以上
に外国人市民が増加することが
見込まれます。今後さらに外国人
市民のニーズに合わせた施策が
重要となるため、今後も事業を継
続します。

市民文
化局

減量リ
サイク
ル推進
事業

３－２－２

令和元(2019)年度と同様の取組を実施しまし
た。
（対象者）川崎市内に居住する外国人市民

３．ほぼ目
標どおり

川崎市内に居住する外国人市民に対し、外国版のリーフレットを作
成し、減量推進課及び各生活環境事業所で適宜配布を行ったほ
か、外国人の利用する施設に送付・配架を行いました。

B．やや貢献
している

資源物・ごみ分別の周知
ができました。

市内に居住する外国人市民のた
め、資源物とごみの分け方・出し
方（外国版）のリーフレットを必要
に応じて作製し、分別方法・排出
マナーの周知を図ります。 環境局

事業系
ごみ減
量化推
進事業

３－２－２

配布状況を合わせて、必要に応じて追加分の
印刷を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

減量推進課及び各生活環境事業所で配布を行いました。

B．やや貢献
している

日本語がわからない外国
人事業者に対して、事業
系ごみの処理方法を適切
に伝えられたため。

一定の需要があると考えられます
ので、現状のままリーフレットの配
布を継続します。

環境局

国民健
康保険
事業

１－５－１

・6か国語版の国民健康保険のしおりの配布

３．ほぼ目
標どおり

情報を更新した国民健康保険のしおりを作成し、区役所窓口を通
して配付・説明することにより、国民健康保険に加入する外国人の
方に対する制度周知ができました。

B．やや貢献
している

多言語に対応する広報資
料の提供により、国民健
康保険制度の周知を図る
ことができました。

引き続き、外国人市民への制度
周知を図るため、計画どおり事業
を継続します。

健康福
祉局

国民年
金の運
営業務

１－５－１

・14か国語の国民年金制度のパンフレットの
配付

３．ほぼ目
標どおり

情報を更新した国民年金制度パンフレットを作成し、区役所窓口を
通して配付・説明することにより、国民年金に加入する外国人の方
に対する制度周知ができました。

B．やや貢献
している

他言語に対応する広報資
料の提供により、国民年
金制度の周知を図ること
ができました。

引き続き、外国人市民への制度
周知を図るため、計画通り事業を
継続します。

健康福
祉局

介護保
険事業

１－４－２

日本語版の改訂に伴い、６言語版の作成と市
ホームページへの掲載を実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

６言語版の作成と市ホームページへの掲載を行いました。

B．やや貢献
している

日本語版だけでなく、６言
語版を作成し、外国籍の
市民への制度普及に努め
ています。

日本語版だけでなく、６言語版を
作成し、外国籍の市民への制度
普及を継続的に行います。

健康福
祉局

日本語がわからない外国
人市民の不安や不都合を
解消するため、広報資料
の多言語化を推進しま
す。

広報資料の
多言語化の
推進

61
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62
コンタクトセン
ターにおける
多言語対応

コンタク
トセン
ター運
営事業

５－１－２

コンタクトセンター「サン
キューコールかわさき」に
おいて、多言語の問合せ
等をお受けします。

・コンタクトセンター「サンキューコールかわさ
き」において、英語による電話、メール、ＦＡＸ
及び手紙に対応並びに中国語、韓国語・朝鮮
語、ポルトガル語等の電話（３者通話）に対応
し、応対情報源を利用して可能な限り回答しま
した。
・英語及び中国語のＦＡＱ（よくある質問とその
回答）をホームページに掲載し、それぞれ新
規項目の追加及び既存の項目の修正を行い
ました。

３．ほぼ目
標どおり

コンタクトセンター「サンキューコールかわさき」において、英語によ
る電話、メール、ＦＡＸ及び手紙に対応、並びに５言語（中国語、韓
国朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語）による電話に対
応しました。
また、英語及び中国語のＦＡＱについて、適宜追加や修正を行い、
約２００項目を掲載しています。 A．貢献して

いる

多言語での問合せに、常
に対応できる窓口を用意
することで、誰もが暮らし
やすい環境に貢献してい
ます。

引き続き市政に関する問合せ・
意見等の受付窓口として、外国
人市民や海外からの問合せ等に
対応します。

総務企
画局

63
識字学習活
動の支援

社会教
育振興
事業

２－３－２

外国人市民等が日本での
生活を円滑に営めるよう、
教育文化会館及び各市民
館、川崎市ふれあい館に
て、日常生活に必要な基
礎的日本語を身につける
ための学習を支援します。

教育文化会館及び6市民館、ふれあい館にて
14の日本語教室を開設運営しました。

４．目標を
下回った

・4月～７月までの講座については、新型コロナウイルス感染症防止
拡大のため中止としました。
・8月以降、５市民館、川崎市ふれあい館にて１０の日本語教室を、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しながら実施しました。

A．貢献して
いる

令和2年度の日本語教室
への参加者は延べ、
2,500人を超えました。

引き続き、外国人市民等が日本
での生活を円滑に営めるよう、教
育文化会館及び市民館、ふれあ
い館にて、日常生活に必要な基
礎的日本語を身につけるための
学習を支援します。 教育委

員会

64
日本語学習
支援者等の
連携

多文化
共生教
育推進
事業

２－２－１

教育文化会館及び市民館
の識字学級ボランティア、
ふれあい館、民族文化講
師派遣団体などの市民
や、関係する学校教職
員、市民館、行政職員から
なる外国人教育推進連絡
会議を開催し、情報交換
や意見交換を行います。

「外国人教育推進連絡会議」は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため第1回目を中止、
第2回目を書面開催しました。「外国につなが
りのある児童生徒・保護者のための支援事業
一覧（学校版）」については、関係諸機関と連
携し、情報の更新を行いました。 ３．ほぼ目

標どおり

これまでの会議での意見聴取により内容を更新した「外国につなが
りのある児童生徒・保護者のための支援事業一覧（学校版）」を作
成し、配付しました。

B．やや貢献
している

外国人教育推進連絡会
議の意見を取り入れて一
覧表を作成するなど、一
定程度の施策への貢献は
ありました。

②外国人教育推進連絡会議に
ついては、会議の在り方や持ち
方の検討を行いながら、引き続き
実施していきます。

教育委
員会

65
市バス案内表
示の多言語
化

市バス
移動空
間快適
化事業

４－７－４

訪日外国人らに対応する
ため、市バス案内の多言
語化を推進します。

令和元(2019)年度に発行した、市バスガイド
英語版（英語で市バスの使い方や路線図を掲
載した、Ａ１サイズのリーフレット）無料配布の
継続実施を行ったほか、オリンピック・パラリン
ピック開催を契機とした今後のインバウンド需
要を見極め、改訂版の発行等を検討しまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

市バスガイド英語版の市バス営業所、市内各所（行政施設、観光
施設、ホテル等）での配布を継続実施しました。

A．貢献して
いる

発行した市バスガイドにつ
いて、希望者への無料配
布及び市内公共施設等
での継続配布により、市
内広域に周知することが
できたため。

市バスガイドについては、インバ
ウンド需要の動向に注視し、英語
版の改訂、多言語化への対応に
ついて検討していきます。

交通局
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地域課
題対応
事業
（川崎
区）

川崎区

情報の定期的な見直しと適宜更新を行いまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

多言語に対応した総合案内板を作成しました。

A．貢献して
いる

多言語に対応した総合案
内板を設置し、外国人市
民にも該当の窓口が分か
りやすく、利用しやすい区
役所になっていると考えら
れるため。

情報の定期的な見直しと適宜更
新を行います。

川崎区
役所

区役所
等管理
運営事
業（幸
区）

幸区

引き続き英語等のフロア案内サインや窓口案
内サインを設置しました。

３．ほぼ目
標どおり

英語等のフロア案内サインや窓口案内サインを設置することで、適
切な窓口案内ができています。

A．貢献して
いる

外国人市民にも分かりや
すい窓口表示を行えたた
め。

継続的に設置します。

幸区役
所

区役所
等管理
運営事
業（中
原区）

中原区

情報の定期的な見直しと更新をしました。

３．ほぼ目
標どおり

多言語に対応した総合案内板を作成しています。

A．貢献して
いる

英・中・韓の３ヶ国語に対
応した総合案内板を設置
し、外国人市民にも使い
やすい区役所となってい
ます。

情報の定期的な見直しと更新を
します。

中原区
役所

区役所
等管理
運営事
業（高
津区）

高津区

左記案内板を使用した外国人市民の案内を
継続して実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

多言語で併記した総合案内板による案内を区役所内で継続して実
施しているため。

B．やや貢献
している

多言語で併記した総合案
内板による案内を区役所
内で継続して実施してい
るため。

適宜、情報の更新を行っていき
ます。

高津区
役所

区役所
等管理
運営事
業（宮
前区）

宮前区

多言語総合案内板により、様々な国籍の来庁
者に対する案内を継続して実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

多言語総合案内板により、様々な国籍の来庁者に対し庁舎を案内
することができました。

A．貢献して
いる

多言語総合案内板によ
り、様々な国籍の来庁者
に対し庁舎を案内すること
ができています。

引き続き多言語総合案内板によ
り、様々な国籍の来庁者に対し
庁舎を案内していきます。

宮前区
役所

区役所
等管理
運営事
業（多
摩区）

多摩区

昨年度に引き続き、多言語表示の案内を行う
など、誰にでも利用しやすい庁舎を目指しまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

平成31年4月1日の区役所組織整備計画に基づき、庁内総合案内
板及び案内サインについて、多言語表示での修正を行いました。
以後も、組織名の表記の修正などに注意しながら、分かりやすい庁
舎案内を行う取組 みを継続しました。 A．貢献して

いる

実行プログラムに基づき、
適切に対応しました。

情報の定期的な更新を行いま
す。

多摩区
役所

区役所
等管理
運営事
業（麻
生区）

麻生区

引き続き外国人市民に向けて必要な案内・情
報提供を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

2階ロビーの木質化に伴い外国人市民向けの情報コーナーを見や
すく整理し、必要な情報提供を行いました。

A．貢献して
いる

外国人市民に情報を見つ
けやすくし、必要な情報
提供を行いました。

引き続き、必要な案内・情報提供
を行います。

麻生区
役所

外国人の来庁者に向け
て、区役所内に多言語で
併記した総合案内板を設
置し、外国人市民にも使
いやすい区役所を目指し
ます。

区役所総合
案内板の多
言語化

タブレット端
末等を活用し
た多言語案

内

67

市民文
化局

引き続きタブレット端末によるテレ
ビ通訳等による多言語案内を実
施します。

外国人市民が必要な行政
サービスを受けられるよ
う、サポートしているため。

A．貢献して
いる

タブレット端末によるテレビ通訳等による多言語案内を実施。

３．ほぼ目
標どおり

66

引き続き多言語案内を実施することで適切な
区役所サービス及び情報提供を行いました。

外国人の来庁者に対し、
タブレット端末を活用した
テレビ通訳システムを導入
し、多言語による対面式の
案内を行います。多言語
案内を提供することで、外
国人市民にも利用しやす
い区役所を目指します。

５－１－３

区役所
サービ
ス向上
事業



川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

68
外国人に向け
た情報発信の
充実

広報に
関する
業務

川崎区

地域団体と協働で、外国
人市民向けに携帯メール
マガジン配信事業を実施
し、外国人市民に生活情
報を届けます。

・川崎区役所多言語情報集約冊子「外国人住
民のための川崎区生活便利ガイド」を効果的
に活用しました。
・市政だよりからの抜粋情報等の行政情報を
必要に応じて翻訳し、区ホームページ等で発
信しました。
・区役所内からの依頼に基づき外国人に向け
たチラシや案内を機動的に翻訳し発信しまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

・令和元年度に発行した、川崎区役所多言語情報集約冊子「外国
人住民のための川崎区生活便利ガイド」のHPの二次元バーコード
入りチラシ（６言語対応）を区役所窓口等で配布し、資料へのアクセ
スの利便性向上を図りました。
・区役所各課からの外国人住民への情報発信ニーズに基づき、２０
の区民向けチラシ等を最大７言語に翻訳しました。

A．貢献して
いる

・川崎区役所多言語情報
集約冊子「外国人住民の
ための川崎区生活便利ガ
イド」のHPの二次元バー
コード入りチラシを区役所
窓口等で配布することで、
冊子化されていない４言
語（韓国語、ポルトガル
語、タガログ語、ベトナム
語）の利便性向上が図れ
ました。
・区役所各課からの外国
人住民への情報発信ニー
ズに基づいた翻訳を行
い、一時預かり保育の案
内や保険料滞納者への
制度理解等に利用するこ
とで、より的確な情報発信
が図れました。

川崎区役所多言語情報集約冊
子「外国人住民のための川崎区
生活便利ガイド」については、必
要に応じて情報を更新し翻訳を
行います。
区役所内からの依頼に基づく外
国人に向けたチラシや案内の翻
訳・発信については、外国人住
民にとって真に必要な情報を収
集するとともに、その情報を必要
とする外国人住民に的確に発信
します。

川崎区
役所

地域課
題対応
事業
（川崎
区）

川崎区

現行のまま、配布体制を継続しました。

３．ほぼ目
標どおり

すべての外国人転入者に対して専用のウェルカムセットの配布を徹
底し、現在まで取組を続けています。

B．やや貢献
している

案内については、各制度
の担当課で作成している
パンフレット等の詰め合わ
せで配布用セットを作って
いるに過ぎず、制度ごとに
使用言語などについて、
規格が統一されている訳
ではないため。

現行のまま、配布体制を継続しま
す。

川崎区
役所

区役所
等管理
運営事
業（幸
区）

幸区

引き続き外国人向け資料コーナーを設置しま
した。

３．ほぼ目
標どおり

外国人向け資料コーナーを区民課窓口に近い位置に移動させるこ
とで、転入した外国人の方によりスムーズに情報を提供できるように
なりました。
取組に変化はありませんが、場所を少し移動させました。出入口の
近くに設置することで、密集を避け、換気も充分にできています。机
等は、消毒をしています。

A．貢献して
いる

外国人市民が情報を得る
際に、情報を集約すること
で付帯する情報も得られ
る機会が提供できたた
め。

継続的に設置します。

幸区役
所

区役所
等管理
運営事
業（中
原区）

中原区

情報の定期的な見直しと更新をしました。

３．ほぼ目
標どおり

区役所庁舎１階に外国人向け資料コーナーを設置するとともに、
７ヶ国語に対応したフロア案内を作成しています。

A．貢献して
いる

外国人市民が必要とする
情報の提供をしていま
す。

情報の定期的な見直しと更新を
します。

中原区
役所

区役所
等管理
運営事
業（高
津区）

高津区

外国人転入者等に継続して情報提供を行い
ました。

３．ほぼ目
標どおり

外国人市民向け情報提供コーナーを設置し情報提供を行いまし
た。

A．貢献して
いる

転入時に限らず外国籍市
民に必要な生活情報、市
政情報等を提供している
ため

市政情報や生活情報等を継続し
て提供します。

高津区
役所

区役所
等管理
運営事
業（宮
前区）

宮前区

外国人向け資料コーナー設置の継続

３．ほぼ目
標どおり

外国人転入者に有用であると考えられる資料を一か所にまとめて
設置し、必要に応じ資料の入替を行いました。

B．やや貢献
している

様々な国籍の来庁者に対
し、生活に必要な情報を
提供することができている
ため。

引き続き外国人転入者に対する
情報発信の1つの場所として機能
させていきます。 宮前区

役所

区役所
等管理
運営事
業（多
摩区）

多摩区

引き続き、窓口及び情報コーナーにおける情
報提供を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

これまでと同様に、区民課窓口での転入手続きに際し外国語版資
料の配布を行うとともに、外国人向け資料コーナーの設置による情
報提供を行いました。

A．貢献して
いる

転入時の情報提供のほ
か、情報コーナーにおけ
る様々な情報提供を行っ
ていることから、施策に貢
献していると考えます。

窓口受付時の案内・資料配布、
常設コーナー設置による情報提
供を行います。
また、個別の案件については適
宜窓口で対応します。
情報・資料の内容に変更が生じ
た場合には、適宜必要な対応を
行い、有用な情報提供を行いま
す。

多摩区
役所

区役所
等管理
運営事
業（麻
生区）

麻生区

引き続き必要な情報提供を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

転入手続の際、
・川崎市に住む外国人の皆さんへ
・川崎市「資源ごみとごみの分け方・出し方」
・川崎市防災マップ（麻生区）
を配布し、生活に必要な情報提供を行いました。

A．貢献して
いる

外国人転入者にもわかり
やすい冊子を配布するこ
とで、生活に必要な情報
提供を行うことができまし
た。

引き続き必要な情報提供を行い
ます。

麻生区
役所

外国人転入
者に対する生
活に必要な情
報提供

外国人転入者に対する外
国語版冊子の配布や、外
国人向け資料コーナーの
設置等により生活に必要
な情報を提供します。
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広報に
関する
事務

中原区

東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピックを見据えて、区
庁舎等への案内サインの
多言語表示を推進しま
す。

令和２年度においても、武蔵小杉駅周辺の再
開発により案内サインの更新が必要となること
から、案内サイン情報更新委託と合わせて多
言語表記を検討しました。

３．ほぼ目
標どおり

武蔵小杉駅周辺の再開発に伴い情報更新が必要となった案内サ
インついては、多言語表記を実施しました。

A．貢献して
いる

武蔵小杉駅周辺の案内
サインを多言語表記する
ことで、区内に在住の外
国人の方や観光客に対し
ての適正な誘導に貢献で
きています。

今後も武蔵小杉駅周辺の再開発
等の状況の変化に伴い情報更
新が必要となった案内サインに
ついては、情報更新委託と合わ
せて多言語表記を実施していき
ます。 中原区

役所

広報に
関する
事務

高津区

「高津区公共サイン整備指針」に加え、平成28
年3月に策定された「誰もが分かりやすい公共
サイン整備に関するガイドライン」も踏まえ、既
存公共サインの改善の際に、多言語表記とす
ることを進めました。

３．ほぼ目
標どおり

・高津区役所敷地内にある広域案内図について、「高津区公共サイ
ン整備指針」に基づきデータを作成し、シールに加工して貼り付け
て更新しました。

A．貢献して
いる

予定通り区内の案内サイ
ンの更新整備を進めたた
め。

引き続き既存公共サインの更新
等に合わせて改善を行い、多言
語表記とすることを進めていきま
す。

高津区
役所

　　　②生活支援

71

国際交流セン
ター等を活用
した外国人相
談の実施

交流推
進事業

４－９－１

外国人市民からの日常生
活等に関する相談に助言
を行うとともに、必要に応じ
て関係機関等と連携し、生
活上の課題をサポートしま
す。
また、出入国管理及び難
民認定法等の改正により
新たな外国人材の受入れ
のための在留資格が創設
され、国の総合的対応策
（概要）が示されました。
このうち、生活者としての
外国人に対する支援策と
しての「（仮称）多文化共
生総合相談ワンストップセ
ンター」について、国の交
付金も活用し、 国際交流
センターで実施している多
言語相談等の充実を図る
こと等により、行政・生活全
般の情報提供・相談を多
言語で行う一元的窓口を
整備します。

①国際交流センター外国人相談窓口「多文化
共生総合相談ワンストッブセンター」におい
て、外国人市民のための相談事業を実施しま
した。
②外国人市民が区役所等へ相談・手続等に
来庁する際の通訳派遣事業を実施しました。

２．目標を
上回って達

成

①外国人市民の日常生活に関する幅広い相談に対しての情報提
供や助言、必要に応じて関係機関・団体等の紹介を実施しました。
相談件数：2,895件（昨年比70%増）
また、毎月第3日曜日に行政書士による専門相談会を実施しまし
た。
②各区役所や学校等の要望に応じて、通訳・翻訳ボランティアの通
訳派遣や翻訳業務を実施しました（通訳：延べ127件、翻訳：延べ
294件）。

A．貢献して
いる

①新型コロナウイルスに
関連する様々な相談が増
えるなど、前年度と比較し
て70%増と多くの外国人市
民の利用がありましたが、
個々の状況に応じて適切
に対応しました。
②新たに市立学校に対し
て派遣するなど多くの要
望に対応しました。

①相談員の相談スキル、窓口の
認知度及び相談に関する利便性
の向上を図るなどの改善を行い
ながら事業を実施していきます。
②実施方法等を検討しながら継
続実施します。

市民文
化局

72

言語や生活
習慣等の違
いに配慮した
相談支援

障害者
日常生
活支援
事業

１－４－４

外国人等で障害福祉サー
ビスが必要な状態にある
場合、各区保健福祉セン
ターや地域の相談支援セ
ンター等において、言語
や生活習慣等の違いに配
慮したきめ細やかな相談
支援を行います。

継続実施

３．ほぼ目
標どおり

各区地域みまもり支援センターや地域の相談支援センター等にお
いて、言語や生活習慣等の違いに配慮したきめ細やかな相談支援
に取り組みました。

B．やや貢献
している

言語や生活習慣等の違
いに配慮したきめ細やか
な相談支援に努めている
ため。

言語や生活習慣等の違いに配
慮したきめ細やかな相談支援に
引き続き取り組む必要があるた
め。

健康福
祉局

案内サインの
多言語化
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73
民間賃貸住
宅等居住支
援推進事業

民間賃
貸住宅
等居住
支援推
進事業

１－４－６

高齢者、障害者、低所得
者、外国人等の居住の安
定に向け、多様な主体と
の連携により入居支援や
入居後の生活支援等の取
組を推進します。

・居住支援協議会の取組を中心に、入居支援
体制による支援を実施しました。
・住宅セーフティネット法に基づく登録住宅制
度等、既存住宅を活用した住宅確保要配慮
者向けの住まいの確保に関する取組を進めま
した。
・住宅確保要配慮者へ、同行支援などのより
細やかな支援を実施できるよう、取組を進めま
した。
・引き続き、居住支援制度による住宅確保要
配慮者の居住の安定化を図りました。

３．ほぼ目
標どおり

・入居支援体制については、引き続き、住情報提供事業で実施す
る「すまいの相談窓口」において不動産マッチングを実施するととも
に、案内チラシやホームページの翻訳について、１言語追加するな
ど、多言語対応の充実を図りました。
・登録住宅制度に関する家主向けセミナー（1回）を開催したほか、
神奈川県居住支援協議会と連携し、申請書作成やシステム入力等
に関する登録支援を実施しました。
・居住支援制度については、112件の入居支援を行いました。

A．貢献して
いる

 ・居住支援協議会で議論
された内容や意見を踏ま
え、入居支援体制を充実
したことに加え、外国人市
民の居住支援を行うＮＰＯ
法人と共同して、案内チラ
シやホームページの多言
語対応を拡充し、周知・啓
発を実施することができた
ため。

引き続き、入居支援体制の充実
により住宅確保要配慮者の住ま
いの確保や課題解決に努めるこ
ととし、その手段として居住支援
制度や住宅セーフティネット法に
基づく登録制度を推進すると共
に、居住支援協議会の議論や意
見を踏まえて、必要な取組を検
討・実施していきます。

まちづく
り局

74
医療通訳ス
タッフの派遣

救急医
療体制
確保対
策事業

１－６－１

外国人市民が安心して医
療サービスを受けられるよ
う、必要な患者に医療通
訳スタッフを派遣します。

神奈川県域で実施されている医療通訳派遣
システム事業に参画し、県内各自治体と協調
しながら、負担金を支出することなどにより、同
事業の効果的かつ安定的な推進に寄与しまし
た。 ３．ほぼ目

標どおり

神奈川県域で実施されている医療通訳派遣システム事業に参画
し、県内各自治体と協調しながら、負担金を支出することなどによ
り、同事業の効果的かつ安定的な推進に寄与しました。（令和２年
度利用実績2,350件）

A．貢献して
いる

神奈川県内の派遣件数
は、平成30年度7,144件、
令和元年度7,767件と、多
くの利用実績があります。

外国人市民が安心して医療サー
ビスを受けられるよう、引き続き事
業参画します。

健康福
祉局

75

ＤＶ被害者支
援への通訳ボ
ランティア派
遣

女性保
護事業

２－１－４

外国人被害者への支援の
充実に向けて、通訳者の
確保や支援団体等との連
携を強化するとともに、文
化や制度の違い等に配慮
した対応に努めます。

外国人被害者支援団体との定期的な連絡会
議及び女性相談員との意見交換会による連
携強化を実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

団体との定期的な連絡会議を実施しました。しかし、女性相談員と
の意見交換会は企画したものの、緊急事態宣言のため延期とし令
和3年度に実施予定です。

A．貢献して
いる

外国人被害者への通訳
の必要性は相談従事職
員は認識しており、昨年
度はコロナ禍にもかかわら
ず、通訳ボランティア派遣
は昨年度と同数であった
ため。

引き続き外国人被害者支援団体
との連携を強化し、通訳ボラン
ティアの確保及び円滑な派遣を
行います。

こども未
来局

76
外国人高齢
者福祉手当
の支給

外国人
高齢者
支援事

業

１－４－３

戦前に渡日した外国人に
対し、川崎市外国人高齢
者福祉手当を支給するこ
とにより、外国人高齢者の
福祉の向上を図ります。

・川崎市外国人高齢者福祉手当の支給

３．ほぼ目
標どおり

令和２年度支払い実績547件（延べ件数）

B．やや貢献
している

成果指標のとおり令和元
年度の目標を概ね達成し
ており、施策に対して貢献
しています。

引き続き事業を実施し、外国人
高齢者の福祉の向上を図りま
す。

健康福
祉局

77
外国人心身
障害者福祉
手当の支給

障害者
手当等
支給事

業

１－４－５

国民年金法等の一部を改
正する法律の施行に伴
い、同法の施行日（昭和57
年１月１日）前に20歳に達
していた外国人等で障害
基礎年金等を受給できな
い中度以上の心身障害者
等に対し、外国人等心身
障害者福祉手当を支給し
ます。

対象者に対し手当を支給しました。支給額は
令和元年度と同額とし、支給対象者数は3名と
なりました。
・支給額（月額）
　　重度　44,500円　中度　32,500円
・支給対象予定者数　3人
　　　（重度2名、中度1名）

３．ほぼ目
標どおり

申請者に対し制度案内・手続きについて適切に説明を行った上
で、法令に基づき適正に認定業務・支給業務を行いました。

B．やや貢献
している

手当の支給により障害者
及びその保護者等の日常
生活上の負担軽減、生活
の安定及び福祉の増進
等に一定程度貢献してい
ます。

今後も、安定した事業の実施に
取り組みます。

健康福
祉局

78
救急医療機
関への補助

救急医
療体制
確保対
策事業

１－６－１

神奈川県内の救急医療機
関において、医療費の負
担能力に欠ける外国籍の
川崎市内在住者に係る救
急医療に関し発生した損
失医療費（14日以内の入
院医療が対象）について
補助します。

神奈川県内の救急医療機関において、医療
費の負担能力に欠ける外国籍の川崎市内居
住者に係る救急医療に関し発生した損失医
療費（14日以内の入院医療が対象）について
補助しました。 ３．ほぼ目

標どおり

市内医療機関へ周知し、１医療機関より申請がありました。

A．貢献して
いる

医療費の負担能力に欠け
る外国籍の川崎市内居住
者に対する救急医療の提
供を確保しています。

医療費の負担能力に欠ける外国
籍の川崎市内居住者に対する救
急医療の提供を確保するため、
引き続き事業を行います。

健康福
祉局
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　　　③外国人及び外国につながりのある児童生徒等の教育支援

79
外国人学校
児童等への
補助

地域子
育て支
援事業

２－１－１

市内の外国人学校に通う
児童等の健全育成及び外
国人学校と公立学校等と
の交流を図るために補助
します。

引き続き、市内の外国人学校に通う児童等の
健康・安全及び外国人学校と公立学校等との
交流を図るために補助しました。

３．ほぼ目
標どおり

市内の外国人学校2校に対し、外国人学校児童等健康・安全事業
補助金及び外国人学校児童等多文化共生・地域交流事業補助金
をそれぞれ交付しました。

A．貢献して
いる

市内の外国人学校に通う
児童の安全確保、健康維
持事業に対する補助を行
いました。また、外国人学
校が主催する地域の交流
事業に対する補助を行い
ました。

外国人学校に通う児童等の健全
な育成を推進するため継続して
実施します。

こども未
来局

80
海外帰国・外
国人児童生
徒相談事業

海外帰
国・外
国人児
童生徒
相談事

業

２－２－２

学校と関係機関が連携し
て、日本語が不自由な児
童生徒等の相談・就学体
制づくりを進めます。また、
日本語指導等協力者（学
習支援員）を派遣するとと
もに、特別の教育課程によ
る日本語指導体制づくりを
進めます。

・海外帰国・外国人児童生徒の円滑な就学及
び学校生活を支援するため、教育相談を実施
し、実態に応じて日本語を支援する日本語指
導初期支援員の派遣を行いました。
・特別の教育課程による日本語指導の編成・
実施を推進し、児童生徒の実態に応じた指導
の充実を図りました。また、研修会等を実施し
て、取組の周知及び充実を図りました。 ３．ほぼ目

標どおり

・各区教育担当や教育政策室、学校で教育相談を行い、日本語指
導の初期段階や中学生への学習支援、学校生活への適応を支援
するために、168件の日本語指導初期支援員の新規配置を行いま
した。
・特別の教育課程による日本語指導を、国際教室担当者及び非常
勤講師の巡回により、対象児童生徒がいる全ての学校で実施しま
した。

A．貢献して
いる

施策の見直しにより、年々
増加する海外帰国・外国
人児童生徒に対する一人
ひとりの教育的ニーズに
応じた支援を行う体制が
強化されており、施策に
貢献しているといえます。

・教育相談については、研修等
により職員の対応能力を高めると
ともに、就学期前後の切れ目な
い支援・相談体制の整備につい
て他部局とともに研究を進めてい
きます。
・日本語指導初期支援員の配置
については、より効率的かつ安
定的な支援につながるよう改善し
ながら継続します。
・日本語指導のための特別の教
育課程について、継続して実施
するとともに、教員の指導力の更
なる向上にむけて研修や情報提
供を進めます。

教育委
員会

81
地域日本語
教育の推進

社会教
育振興
事業

２－３－２

市民館等地域における外
国人市民の日本語学習支
援のあり方について官民
の関係機関や市民、学識
経験者と研究協議を行
い、多文化共生社会へ向
けたよりよい識字・日本語
学習支援システムについ
て方策を検討します。

・地域における外国人市民の日本語学習支援
のあり方を考える「川崎市地域日本語教育推
進連絡調整会議」を開催しました。
・ボランティアの情報交換と研究の場として、
「地域日本語連絡会」と「地域日本語ネット
ワークのつどい」を開催しました。 ４．目標を

下回った

「川崎市地域日本語教育推進連絡会議」、「地域日本語連絡会」を
開催しました。なお、「地域日本語ネットワークのつどい」は新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中止しました。

A．貢献して
いる

令和2年度は、「川崎市地
域日本語連絡会議」を１
回書面開催、「地域日本
語連絡会」を４回開催し、
地域における外国人市民
の日本語学習支援の在り
方について情報交換を行
いました。

引き続き、地域における外国人
市民の日本語学習支援あり方に
ついて、官民の関係機関や市
民、学識経験者と協議を行い、
多文化共生社会に向けたよりよ
い識字・日本語学習支援につい
て検討します。

教育委
員会

就学等
支援事

業
２－２－２

１０言語版（日本語、英語、中国語、ハング
ル、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベ
トナム語、タイ語、ネパール）で作成した就学
案内について内容を更新し、対象者に送付及
び関係各部署への周知を実施しました。ま
た、就学援助制度の簡易案内を引き続き配布
し、周知するとともに９言語で作成した申請書
見本と就学援助制度についてのお知らせの
内容を更新し、案内に掲載するQRコードから
閲覧できるようにしました。新型コロナウイルス
に関わる就学援助についての情報を外国人
に適切に伝えるため、ホームページ等で周知
を図りました。

３．ほぼ目
標どおり

１０言語版（日本語、英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガ
ル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、ネパール語）で作成した就
学案内について対象者に送付及び関係各部署への周知を実施し
ました。また、就学援助制度の簡易案内を引き続き配布し、周知す
るとともに９言語で作成した申請書見本と就学援助制度についての
お知らせの内容を更新し、案内に掲載するQRコードから閲覧でき
るようにしました。新型コロナウイルスに関わる就学援助の情報につ
いて９言語で作成したものをホームぺージに掲載し、外国人への周
知を実施しました。

A．貢献して
いる

外国人の子供の就学機
会を確保する観点から、
お知らせを10言語で作成
する等により、適切な情報
提供を行うことができたも
のと考えます。経済的理
由により就学が困難な学
齢児童生徒の保護者に
対し、就学援助について
のお知らせを９言語で作
成する等により、適切な情
報提供を行うことができた
ものと考えます。

引き続き、対象者に対し、制度の
情報提供に努めてまいります。

教育委
員会

多文化
共生教
育推進
事業

２－２－２

市立小学校へ入学する外国籍の家庭に就学
にかかわる手続きや準備などの説明が掲載さ
れている「外国人保護者用就学ハンドブック」
を送付しました。 ３．ほぼ目

標どおり

担当部署の組織改編などを反映させ、内容を見直して作成しまし
た。

B．やや貢献
している

国籍に合わせた就学ハン
ドブックを配付することに
より、就学に関わる手続き
や準備などの不安の解消
を図ることができることか
ら、一定程度貢献している
と考えます。

関係団体等の様々な意見を聞き
ながら、内容の改善について検
討していきます。

教育委
員会

外国人保護
者用就学案
内・就学援助
案内

新入学対象となる外国籍
の児童生徒の保護者に７
言語で作成した就学案内
を配布・周知し、就学機会
の確保に努めます。また、
９言語で作成した就学援
助制度の簡易案内を各学
校へ配布し、制度の周知
をします。

82
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83

外国人保護
者の状況に
配慮した情報
提供

海外帰
国・外
国人児
童生徒
相談事

業

２－２－２

外国人保護者の状況に配
慮し、必要に応じて資料に
ルビ振りを行うなど、円滑
な情報提供の実現を目指
します。

・通訳・翻訳機器を購入し、学校等の実態に
応じて配布しました。
・外国につながる子どもとご家族のための小学
校入学前支援「プレスクール」を実施しまし
た。
・新たに通訳・翻訳支援業務委託を導入しまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

・希望する学校等に通訳機器を136台配置しました。
・プレスクールを全区で開催し、39組の外国人児童及び保護者が
参加しました。
・通訳・翻訳支援業務は、239件実施しました。

A．貢献して
いる

施策の見直しにより、年々
増加する海外帰国・外国
人児童生徒に対する一人
ひとりの教育的ニーズに
応じた支援を行う体制が
強化されており、施策に
貢献しているといえます。

・通訳機器については、今後の
通訳機器やアプリケーションの動
向を見守りながら、ニーズに応じ
た配置を進めます。
・プレスクールについては、参加
者のニーズを分析して回数や内
容を改善しながら引き続き実施し
ます。また、より効率的な実施手
法について検討します。

教育委
員会

84
幸区こども学
習サポート事
業

地域課
題対応
事業

（幸区）

幸区

ＮＰＯと区民サポーターが
連携して、外国につながる
小中学生への学習支援活
動と、サポーターの養成を
行うことで、区民の主体的
な活動を進めます。

①外国につながる子どもの東小倉学習サポー
ト教室（毎週）
②学習支援ボランティア養成講座または学習
支援ボランティア向けブラッシュアップ講座

３．ほぼ目
標どおり

①を年間40回実施しました。登録児童は28人で、昨年度より増えま
した。②については、活動中のボランティア向けにブラッシュアップ
研修を実施しました。

A．貢献して
いる

子どもが言語を理由に学
習の遅れや生活に困難が
生じないよう、外国人が増
加する幸区において地域
課題として捉え支援をして
いくことは有効であると考
えます。

広報や良質な教室運営に努める
ことで児童登録者数や出席率を
向上させるなど、より事業を効果
的に進めることができるよう見直
しを進めていきます。
①感染拡大防止のため、9月から
の実施を予定しています。委託
団体であるＮＰＯ教育活動総合
サポートセンターや関係他部署と
綿密な協議をしながら、ソーシャ
ルディスタンスの確保や飛沫感
染の防止等、十分注意しながら
取組を進めていきます。
②感染拡大防止対策について
委託団体であるＮＰＯ教育活動
総合サポートセンターやボラン
ティアと協議しながら、開催の可
否を含め実施を検討します。

幸区役
所

85
市民団体と連
携した学習支
援

地域課
題対応
事業
（麻生
区）

麻生区

市民団体による、日本語を
母語としない児童・生徒へ
の学習支援（学校内支援
及び地域支援）を行いま
す。

令和２年度も引き続き外国籍等の児童・生徒
に対して学校の要請に基づき授業や放課後
の中で個別指導を行い、長期休業（夏休み
等）時は区内の公共施設で麻生区内の希望
者を対象とした集団指導を行うなど、外国籍
等の児童・生徒に対する学習支援を行いまし
た。

４．目標を
下回った

6月までの臨時休校期間中、１月以降の２度目の緊急事態宣言が
発出された期間を除き、小学生13名、中学生5名の学習支援を、そ
れぞれの通学している学校において実施しました。例年実施してい
た長期休業期間（夏休み等）した学習会や交流会は、コロナ感染拡
大に配慮し、やむなく中止しました。

A．貢献して
いる

授業での日本語の意味や
言葉の内容理解に課題の
あった児童・生徒につい
て、地域人材による支援
を実施したことにより、日
本語での読み書きや学習
内容の理解・把握が進
み、意欲的に学習に取り
組むことができるようになり
ました。

支援を必要とする外国籍児童等
は増加傾向にありますが、その
ニーズに対応するため、支援員
の研修の実施や、事務経費の有
効な活用、新型コロナ感染拡大
防止対策への配慮等、さらに効
果的に当該事業が実施できるよ
う取り組みます。

麻生区
役所

　　　④子育て支援

86
外国人母子
保健サービス
の提供

母子保
健指
導・相
談事業

２－１－３

子育てをする外国人市民
に対し、外国語版母子健
康手帳の配布や両親学級
や乳幼児健康診査受診時
における通訳ボランティア
の派遣など、日本語が不
慣れな外国人市民の子育
て支援を行います。

乳幼児健康診査の帳票や子育て情報案内の
多言語を推進しました。

３．ほぼ目
標どおり

外国語版母子健康手帳配布数：３６３冊
乳幼児健康診査やその他母子保健事業に関する２０種類の帳票を
翻訳

A．貢献して
いる

日本語が不慣れな外国人
に対して、日本の母子保
健サービスの周知に貢献
しました。

引き続き、外国人市民の子育て
支援を実施します。

こども未
来局

87

保育所での
言語や生活
習慣等の違
いへの配慮

公立保
育所運
営事業

２－１－２

子どもの状態や家庭状況
などに十分配慮し、それぞ
れの文化を尊重した適切
な援助を行います。

子どもの状態や家庭状況などに十分配慮し、
それぞれの文化を尊重した適切な援助を行い
ました。

３．ほぼ目
標どおり

子どもや保護者、家庭状況などに十分配慮し、それぞれの文化を
尊重した適切な援助を行いました。

A．貢献して
いる

公立保育園には様々な国
籍のお子さんが入所して
いるが、それぞれの園で
文化を尊重しながら対応
し、援助を行ったため。

これからも様々な国籍のご家庭
のお子さんの入所が見込まれる
ため今後も同様の取組を行って
いきます。

こども未
来局
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地域包
括ケア
推進に
関する
業務

川崎区

外国語版ガイドブック等の作成は、他事業に
統合となったため事業を終了しましたが、地域
の子育て情報を集約した、川崎区子育てガイ
ドブック「さんぽみち」の改訂版を作成し、川崎
区役所多言語情報集約冊子「外国人住民の
ための川崎区生活便利ガイド」についてルビ
付きで紹介するページを設け、情報提供を行
いました。

３．ほぼ目
標どおり

地域の子育て情報を集約した川崎区子育てガイドブック「さんぽみ
ち」の改訂版を発行し、配布しました。併せてホームページに掲載
し、子育て情報を発信しました。

A．貢献して
いる

母子健康手帳交付時、区
内子育て支援施設等での
配布を行うほか、ホーム
ページへの掲載を行い、
必要な方に広く情報を提
供できるようにし、子育て
を支援しているため。

今後も子育て中の保護者向けに
情報誌を発行し、ホームページ
等により子育て情報を提供すると
ともに、情報誌の内容や改訂頻
度の見直し等についても検討し
ていきます。

川崎区
役所

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

中原区

外国人市民向けに、より分かりやすい内容に
見直しながら、令和２年度版子育てガイドブッ
クを発行しました。 ３．ほぼ目

標どおり

ガイドブックを9,000部作成し、区内関係機関、出生届及び母子手
帳交付の窓口等で配布しました。

A．貢献して
いる

外国人市民の方の子育て
に役立つ情報をルビ及び
多言語で掲載し、お子さ
んが生まれた世帯には訪
問して配布しているため。

引き続き、内容の改善を行いな
がら、外国人市民に分かりやす
い子育てガイドブックの作成を行
います。

中原区
役所

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

高津区

外国籍市民に適切な子育て情報を提供でき
るよう、関係機関と連携し、子育て情報ガイド
ブック改訂版を作成・配布しました。

３．ほぼ目
標どおり

子育て情報ガイドブック「ホッとこそだて・たかつ」の情報を更新し、
7,000部発行しました。

A．貢献して
いる

外国籍市民に適切な子育
て情報を提供できるよう、
関係機関と連携し、ルビ
付きや多言語による子育
てガイドブックの配布によ
り外国人市民の子育てを
支援することができている
ことから、施策への貢献は
ありました。

冊子の発行部数については必要
な部数を精査します。

高津区
役所

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

多摩区

生活や子育てに必要な手続き、子どもを預け
る場所、子どもの関係で相談したいときや病気
になったときなどの窓口等について、外国籍
の親子のためのページで、ふりがな付き日本
語及び英語で情報提供しました。

３．ほぼ目
標どおり

【実績】
5,500部を発行し、母子健康手帳交付者や乳幼児家庭の区内転入
者・希望者及び主任児童委員等区内の子育て支援者、関係機関
に配布し、区ホームページに掲載しました。
【成果】
外国人親子等に直接または子育て支援者を介してブックの配布を
行うことで、地域の子育て情報を提供することができました。

A．貢献して
いる

母子健康手帳交付時の
配布のほか、区内子育て
支援施設等での配布や
ホームページへの掲載な
ど、必要な方に、広く情報
を提供できるように工夫し
ています。

情報の内容及び配布方法につ
いて、今後もニーズに合わせて
検討していきます。情報に変更
が生じた場合は,ホームページへ
の掲載など、必要な方に、広く情
報を提供できるように工夫してい
きます。

多摩区
役所

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

麻生区

ルビ付きや多言語による子育てガイドブックの
配布により外国人市民の子育てを支援しまし
た。 ３．ほぼ目

標どおり

必要なページにおけるルビ表記、および多言語による子育てガイド
ブックを作成配布しました。

A．貢献して
いる

発行部数を維持し、窓
口、訪問、各子育て支援
関連施設等での配架に
て、必要な区民に配布し
ています。

掲載情報の改訂をしながら、継
続していきます。

麻生区
役所

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

中原区

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点よ
り、子育てサロンの開催を中止する期間や会
場もありましたが、新しい生活様式に伴った子
育てサロンの再開に向けて、地域の方と共に
話し合いを重ね、3か所の子育てサロンを再開
しました。

４．目標を
下回った

再開できた子育てサロンもあったが、年度内の開催がすべて中止と
なってしまった子育てサロンもあったため。

A．貢献して
いる

コロナ禍の中でも安心し
て集える環境を整えて子
育てを支援しています。

現在開催中止となっている子育
てサロンを含め、全地区で子育
てサロンを再開できるように、地
域の方と連携をとっていきます。

中原区
役所

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

多摩区

・主に外国人親子を対象にしたフリースペース
の開設
・9月～3月開催（全8回）
・新型コロナウイルス感染症のため8月まで中
止

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルス感染症予防として三密対策の徹底を講じて、お
おむね適正に処理し業務遂行に支障はありませんでした。

A．貢献して
いる

子育てや地域の情報交換
を中心に、季節を意識し
た工作やクリスマスイベン
トを実施し、参加者同士の
交流を深めて仲間作りに
努めています。

外国人親子が安心して参加でき
る居場所として支援します。

多摩区
役所

90

川崎区子ども
支援機関通
訳・翻訳支援
事業

地域包
括ケア
推進に
関する
業務

川崎区

日本語の読み書きが不慣
れな子どもと保護者を支援
するため、子育て関係機
関や窓口において通訳や
翻訳の必要が生じた時
に、通訳や翻訳の協力を
得ることにより、これらの子
どもや保護者が孤立する
ことを防止します。

・日本語に不慣れな家庭に向けた、幼稚園・
保育園等子ども支援機関からの申請に基づく
通訳・翻訳を実施しました。
・通訳・翻訳ボランティア育成に向けた研修を
実施するとともに、交流を推進しました。

３．ほぼ目
標どおり

・子ども支援機関からの申請に基づき、通訳・翻訳を238件実施しま
した。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、１月15日に予定して
いた通訳・翻訳ボランティア研修・交流会は中止としました。つなが
りを絶やさないようにするため、参加申込者（９名）に向けて、個別
対応により、子ども支援機関からの通訳・翻訳支援に活用いただく
ための区内の子育て情報等の情報提供を行いました。 A．貢献して

いる

通訳及び翻訳を２３８件実
施し、日本語が不慣れな
保護者の育児支援を行う
ことで、これらの子どもや
保護者が孤立することを
防止することができたた
め。

令和２年度は、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響が見られまし
たが、近年はベトナム、ネパー
ル、インドネシア等の東南アジア
や中国を中心に外国人市民が増
加しています。区内で暮らす外
国人市民の年齢構成について、
２０～３０歳代と乳幼児の割合が
高い状況があり、本事業のニー
ズは引き続き増加することが予想
されます。今まで以上に関係機
関との情報共有や対応策の検討
等を行い、支援の充実を図りま
す。

川崎区
役所

乳幼児保護
者への子育て
情報の発信

88

89

ルビ付きや多言語による
子育てガイドブックの配布
により外国人市民の子育
てを支援します。

子育てサロン
の開催

乳幼児と保護者の交流の
場である子育てサロンの開
催等により外国人市民の
子育てを支援します。
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　　　⑤危機管理

91
多言語による
防災啓発

地域防
災推進
事業

１－１－１

防災啓発冊子「備える。か
わさき」や避難所等を記載
した「防災マップ」の多言
語版を配布することによ
り、外国人市民の防災意
識の向上を図ります。

防災啓発冊子「備える。かわさき」や避難所等
を記載した「防災マップ」の多言語版につい
て、市役所、区役所、国際交流センターなど
の本市施設で配布を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルス感染拡大により、イベント等の開催が少なったこ
とから、配布の機会がやや減少しました。

A．貢献して
いる

多言語版の「備える。かわ
さき」や「防災マップ」を、
本市施設で配布し、外国
人市民の防災意識の向
上に取り組みました。

今後の感染状況等により、イベン
トや訓練等に影響が出る可能性
があるが、引き続き、様々な機会
を活用し、多言語版防災啓発冊
子等の配布を継続していきます。

総務企
画局

92

災害時におけ
る多言語支援
センターの設
置

交流推
進事業

４－９－１

災害時の外国人支援を円
滑に行うため、本市の要請
により（公財）川崎市国際
交流協会が川崎市災害時
多言語支援センターを設
置し、外国人市民へ提供
する情報等の翻訳、外国
人からの相談・問合せ等
への対応、多言語放送へ
の協力などを行います。

（公財）川崎市国際交流協会、かわさきＦＭ、
関係機関等と連携し、多言語支援センター設
置訓練を実施するとともに、訓練結果を踏まえ
て、災害発生時の同センター運営についての
課題整理等を行いました。

３．ほぼ目
標どおり

令和2年11月、災害時多言語支援センター設置訓練を関係機関や
外国人市民等の参加のもと、ロールプレーイングにより、国際交流
センター内で実施しました。訓練実施後、全体会及び関係機関で
検証を実施し、課題等の整理を行いました。

A．貢献して
いる

災害発生時の外国人市
民への情報提供は、市の
危機管理としても重要なも
のであり、多数の参加があ
りました。

令和3年度から、国際交流セン
ターの指定管理事業として実施
し、災害発生時には「災害時多
言語支援センター」が十分機能
するよう、設置訓練を継続実施
し、引き続き災害発生時の対応
に備えます。

市民文
化局

93

国外における
感染症危機
管理事象に
関する情報発
信

公衆衛
生等に
関する
試験検
査等業

務

１－６－３

国際的な感染症に係る危
機管理事象について、Ｗ
ＨＯや各国の保健省が公
表している情報等を収集、
解析し、感染症情報発信
システム（KIDSS）の機能の
1つである「情報共有掲示
板機能」を活用し、市内医
療機関や庁内登録部署に
発信します。

国際的な感染症に係る危機管理事象の発生
時に加え、東京2020オリンピック競技大会等
の国際的イベントに際しても、迅速に情報を収
集し、感染症情報発信システム（KIDSS）を利
用して市内医療機関や庁内登録部署に情報
発信を行いました。 ３．ほぼ目

標どおり

新型コロナウイルス感染症に関する情報を迅速に収集し、感染症
情報発信システム（KIDSS）を利用して市内医療機関や庁内登録部
署に情報発信を行いました。

A．貢献して
いる

海外における感染症の流
行状況に加え、新型コロ
ナウイルス感染症等の情
報を迅速に医療機関に向
けて発信することで、適切
な診断及び感染拡大防
止に貢献しています。

新型コロナウイルス感染症等、国
際的な感染症に係る危機管理事
象が毎年発生していることから、
今後も継続して感染症情報発信
システム（KIDSS）を利用した情報
発信を行う必要があります。 健康福

祉局

94
１１９番通報の
多言語対応

消防指
令体制
整備事

業

１－１－４

119番通報に多言語で対
応することにより、迅速、的
確な指令体制を確保しま
す。

多言語通訳業務を継続して推進し、多国籍化
する外国人市民の社会環境の整備を行いまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

外国人市民からの通報に対し多言語通訳を介して、適正に対応で
きました。

A．貢献して
いる

利用数は少ないものの、１
１９番通報をする時は緊急
時であり、その通報を多言
語で円滑に対応できてい
るということは、外国籍の
外国人市民のニーズを満
たしているためです。

１１９番通報は、そのほとんどが緊
急であることが多く、外国人市民
からの通報を、通訳を介してス
ムーズに対応することは、本市の
目指すグローバル都市として必
要不可欠なことであることから、
現状のまま継続します。

消防局

95
外国人市民
等向け防災
啓発

身近な
環境整
備事業

川崎区

川崎区は市内で最も多く
の外国人市民が居住して
おり、言語や文化の違い
から災害弱者になりやす
い側面もあるため、訓練や
啓発を通じて防災意識の
向上を図ります。

川崎区は市内で最も多くの外国人市民が居
住しており、言語や文化の違いから災害弱者
になりやすい側面もあるため、外国人市民が
多く居住している隣接の幸区や横浜市鶴見区
と連携し、訓練や啓発を通じて防災意識の向
上を図りました。 ３．ほぼ目

標どおり

年３回予定されていた訓練や講座のうち１回はコロナ禍のため中止
となりました。

B．やや貢献
している

年３回予定されていた訓
練や講座のうち２回は予
定どおり開催し、延べ２６
名の参加がありました。通
訳を介しての防災講座や
居住地の避難所の確認
等を行い、防災知識の習
得が得られました。

開催する地域や時期、講座の内
容等を昨今の災害の発生状況を
踏まえて、アップデートすることを
検討の上、実施します。また、密
閉、密集、密接を回避するため、
参加者へマスクの着用、消毒、
間隔をあけるなどの対策を取りま
す。

川崎区
役所



川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

　　取組の方向性３　グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等
　　　①互いを尊重し合う、グローバル社会にふさわしい市民意識の醸成

96
人権尊重教
育の研究実
践

人権尊
重教育
推進事

業

２－２－１

在日外国人の多住地域に
ある小・中学校において、
人権教育を基盤とした多
文化共生教育の充実に向
けて、実践授業の展開や
児童生徒指導等の研究実
践を行います。

人権尊重教育を基盤とした多文化共生教育
の充実に向け、各学校の児童生徒の実態に
即した授業を行うための具体的な授業展開に
ついて支援を行いました。また、人権尊重教
育実践校、推進校等で行っている好事例を研
修等で紹介するなど、情報の共有を図りまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

新たに「多文化共生」の研究推進校1校を追加して、人権尊重教育
研究推進校３校、実践校２校を定め、学校での人権尊重教育推進
の取組を継続しました。

B．やや貢献
している

教職員アンケートの結果
や研究協議での発言内
容から、授業研究を通し
て、多文化共生について
の理解の高まりについて
有効であったと判断するこ
とができ、施策への一定
の貢献はありました。

人権尊重教育研究推進校・実践
校の研究支援については、内容
の充実を図りながら、引き続き実
施していきます。

教育委
員会

97
平和・人権学
習講座の開
催

社会教
育振興
事業

２－３－２

平和や人権の尊重につい
て学び、共に生きる地域
社会の実現を目指しま
す。

教育文化会館及び6市民館にて、平和・人権
学習講座を実施しました。

４．目標を
下回った

・4月～７月までの講座については、新型コロナウイルス感染症防止
拡大のため中止としました。
・8月以降、教育文化会館及び５市民館にて、平和・人権学習講座
を人数等を制限しながら、９事業実施しました。 A．貢献して

いる

平和・人権学習講座に延
べ614人の参加者がいま
した。

引き続き、平和や人権の尊重に
ついて学び、共に生きる地域社
会の実現を目指します。

教育委
員会

98
人権関連事
業

人権関
連事業

５－２－１

様々な人権課題に対する
正しい知識の普及に努め
るとともに、市民一人ひとり
が互いの人権を尊重でき
るように効果的な広報や普
及活動を充実します。

●「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり
条例」に基づく施策の推進
・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消に向けた取組・啓発活動
・第１期川崎市差別防止対策等審査会の運営
・インターネット上の差別的書込みに対する対
策の実施
・「公の施設」利用許可に関するガイドラインの
適正な運用
・川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさ
きイニシアチブ」に基づく施策の推進
・第１期川崎市人権尊重のまちづくり推進協議
会の運営
・人権問題に対する対応（川崎市人権・男女
共同参画推進連絡会議、同幹事会及び同性
的マイノリティ専門部会の運営等）
・関係機関と連携した人権意識の普及（かわさ
き人権フェア、ピープルデザインシネマ、川崎
市人権学校の開催、企業向けLGBTセミ
ナー、拉致被害者家族を支援するかわさき市
民のつどいの開催等）
・効果的な人権研修の推進

４．目標を
下回った

●「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の全面施行
・各種媒体を活用した広報・啓発の実施
・業者委託等による差別的書込みのネットリサーチの実施
・第1期川崎市差別防止対策等審査会の運営、条例に該当する差
別的表現に対する拡散防止措置の実施
・「公の施設」利用許可に関するガイドラインの適正な運用
・川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさきイニシアチブ」に基
づく施策の推進
・第１期川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会の運営、答申の取
りまとめ
・人権問題に対する対応（川崎市人権・男女共同参画推進連絡会
議、同幹事会及び同性的マイノリティ専門部会の運営等）
・関係機関と連携した人権意識の普及（かわさき人権フェア、ピープ
ルデザインシネマ、川崎市人権学校の開催、企業向けLGBTセミ
ナー、拉致被害者家族を支援するかわさき市民のつどいの開催
等）
・効果的な人権研修の推進

B．やや貢献
している

・「川崎市差別のない人権
尊重のまちづくり条例」に
基づき、人権施策を総合
的・計画的に推進してい
ます。

・「川崎市差別のない人権尊重の
まちづくり条例」の理念を市民に
周知するため、より効果的な広
報・啓発手法を選択する必要が
あります。

市民文
化局

　　　②グローバル人材の育成

99
高校における
国際理解教
育の推進

魅力あ
る高校
教育の
推進事

業

２－２－１

市立幸高校・橘高校にお
いて、国際理解教育推進
の柱として、「国際理解教
育講演会」等を行います。

夢21展開事業における「国際理解教育講演
会」等を実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

講演会は実施しましたが、コロナ禍における学習活動の制限によ
り、高大連携事業を行うことができませんでした。

A．貢献して
いる

講演会では、日本文化と
異なる様々な文化や慣習
を知ることで、他者理解・
コミュニケーション能力の
向上、さらに、日本文化の
理解を深めながら自己の
あり方を考えるきっかけと
なりました。

現状を維持しながら、必要に応じ
て改善を行います。

教育委
員会

100
海外語学研
修の実施

魅力あ
る高校
教育の
推進事

業

２－２－１

市立幸高校・橘高校にお
ける研修プログラムとして、
2年次に2週間程度、オー
ストラリアの現地校に通い
ながら、ホームステイを体
験します。

2年次において、市立幸高校は2泊3日の日程
で静岡ランゲージ・ヴィレッジにて、橘高校は4
泊5日の日程で沖縄本島にて国内語学研修を
行いました。

３．ほぼ目
標どおり

コロナ禍における学習活動の制限により、オーストラリア研修につい
て、幸高校は静岡ランゲージ・ヴィレッジ、橘高校は沖縄における国
内研修で代替しました。

A．貢献して
いる

静岡ランゲージ・ヴィレッ
ジでは外国人講師と、沖
縄では米軍住宅で暮らす
外国人とともに過ごすこと
により、英語を使うという経
験が、英語によるコミュニ
ケーション能力をさらに高
め、継続的な学習のモチ
ベーションにつながりまし
た。

現状を維持しながら、必要に応じ
て改善を行います。

教育委
員会
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101

自国の歴史・
伝統・文化の
習得によるア
イデンティティ
の醸成

英語教
育推進
事業

２－２－１

日本文化に対する深い理
解を前提としたグローバル
人材育成のため、他国と
の共通点や相違点を踏ま
えながら、自国の歴史、伝
統、文化に関する教育の
充実を図り、児童生徒のア
イデンティティを醸成しま
す。

・総合的な学習の時間における国際理解教育
に関わる学習への支援・指導を行いました。
・学習指導要領実践事例集等における国際
理解教育や自国文化等への理解を促す教育
に関わる実践例を冊子に掲載しました。 ３．ほぼ目

標どおり

・国際理解教育や自国文化等への理解を促す教育実践に係って、
コロナ禍の社会状況を反映した実践例も実践事例冊子に掲載しま
した。

A．貢献して
いる

総合的な学習の時間にお
ける国際理解教育に係る
学習への支援・指導に役
立つことが見込まれます。

・市立小・中学校において、児童
生徒の実態に応じたや国際理解
教育を推進します。
・学習指導要領実践事例集等の
中に国際理解教育や自国文化
等への理解を促す教育の内容も
掲載し、学校現場における実践
の一助となるようにします。

教育委
員会

102
英語教育推
進事業

英語教
育推進
事業

２－２－１

外国人と直接コミュニケー
ションを図る機会を増や
し、異文化を受容する態
度を育成するため、小・
中・高等学校へ外国語指
導助手（ＡＬＴ）を配置しま
す。また、教員研修の充実
を図ります。

・外国語指導助手（ＡＬＴ）を小・中学校に107
名、高等学校に6名を配置し、小学校３～６年
生の各クラスで年間35時間、中学校の各クラ
スで年間約35時間の授業を行いました。ま
た、小学校でのＡＬＴとの授業をさらに拡充し
ました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
及び市立学校の臨時休業にともない、配置開
始を６月１日まで延期し、夏季期間に追加配
置を行いました。
・国の中央研修を受けた英語教育推進リー
ダーを活用して指導力向上研修を各校種で
実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点及び市立学校の臨時
休業に伴い、配置開始を６月１日まで延期し、夏季期間に追加配
置を行いました。

A．貢献して
いる

担任（英語教員）の英語
面を支援し、ネイティブ・ス
ピーカーの正しい英語を
聞かせることで、児童生徒
の英語によるコミュニケー
ション能力を高めることに
貢献した。

・ＡＬＴを活用することで、児童生
徒の英語学習への意欲や関心を
高めて異文化理解を深めなが
ら、外国語によるコミュニケーショ
ン能力を高めていく。
・英語教育推進リーダーを研修
や研究会議等で活用し、教員の
指導力向上を図る。

教育委
員会

103
特色ある中高
一貫教育の
推進

魅力あ
る高校
教育の
推進事

業

２－２－１

川崎高校及び附属中学校
において、6年間の体系
的・継続的な、特色ある教
育を推進し、国際都市川
崎をリードするたくましい人
材の育成を目指します。

川崎高校附属中学校において1年生のイング
リッシュキャンプ、全学年によるイングリッシュ
チャレンジを実施しました。

３．ほぼ目
標どおり

コロナ禍における学習活動の制限により、中学2年生が予定してい
た山梨県西湖におけるイングリッシュキャンプは次年度に延期、高
校生のオーストラリア研修については中止にしました。

A．貢献して
いる

3日間英語だけで過ごす
ことで、英語に親しみ、進
んで英語を活用しようとす
る態度の育成につながり
ました。また、英語による
でプレゼンテーション能力
も身につきました。

現状を維持しながら、必要に応じ
て改善を行います。

教育委
員会

104
国際交流員を
活用した人材
育成の推進

国際交
流推進
事業

４－９－１

海外から招致した国際交
流員を活用したグローバ
ル人材の育成につながる
事業を実施します。

国際交流員が得意とする分野を中心に、研修
前に実施したアンケート結果を踏まえた研修
内容とすることで、効果的な研修を実施しまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

令和３年２月３日に国際交流員による「ウィズコロナ時代！日本人と
外国人の考え方等のズレを理解しよう！」研修を開催し、１１名の職
員の参加がありました。

A．貢献して
いる

昨年度の研修後に基づ
く、アンケートを吟味した
上、本研修を実施したこと
で、職員のグローバル人
材の育成につながる研修
を実施できたため。

引き続き、海外から招致した国際
交流員を活用したグローバル人
材の育成につながる事業を実施
します。
新型コロナウイルス感染症の拡
大を受け、研修については、開
催時期、開催方法などを検討し
つつ、グローバル人材の育成に
つながる事業を実施していきま
す。

総務企
画局

105

こども・若者応
援基金を活用
したグローバ
ル人財の育
成

地域子
育て支
援事業

２－1－１

本市の子ども・若者が、
様々な分野において、自
らの将来像やそれに向け
たキャリアプランをさらに具
体化し、国際的な幅広い
視野を持って活躍する人
材を目指して挑戦するた
めの「新たな一歩」を後押
しする事業を実施します。

「子ども・若者応援基金」を活用したグローバ
ル人財の育成を実施しました。

４．目標を
下回った

市立川崎高校及び市立橘高校の生徒20名を対象に、オンラインプ
ログラムのStanford e-Kawasakiを実施しました。なお、「ハイパー
ループ・コンペに挑戦！」は、新型コロナウイルスの影響により実施
場所が確保できず、休止となりました。

B．やや貢献
している

「ハイパーループ・コンペ
に挑戦！」は、新型コロナ
ウイルスの影響により休止
となりましたが、Stanford
e-Kawasakiについては市
立高校の生徒20名を対象
に実施し、全員が修了で
きました。また、「英語力だ
けではなく問題解決やコ
ミュニケーションのスキル
も延ばすことができた」や
「受講前とは違う自分に成
長することができた」など
受講によるポジティブな変
化があり、受講者の挑戦
の後押しにつなげることが
できました。

グローバル人財の育成について
は、3密状態の回避をはじめ、実
施手法等を検討しながら、先行２
事業の実施結果や庁内外からの
新事業の提案を踏まえ取り組ん
でいきます。

こども未
来局



川崎市国際施策推進プラン第２期実行プログラム進行管理シート 【令和２年度】 

取組名
事務

事業名
施策番号 取組の内容 令和２年度の取組内容

左列に
対する
達成度

取組内容の実績等
施策への
貢献度
（評価）

評価の理由 今後の事業の方向性 担当局

　　　③市職員の意識の向上

国際交
流推進
事業

５－２－１

「グローバルサポーター登録制度」に登録した
職員に対し、国際交流員による「ウィズコロナ
時代！日本人と外国人の考え方等のズレを理
解しよう！」研修への参加を促し、多文化共生
意識の醸成や国際理解の向上などを図りまし
た。

３．ほぼ目
標どおり

グローバルサポーターに対して、国際交流員による研修への参加
を促し、登録者のうち２名が参加しました。

B．やや貢献
している

所属の垣根を越えて、国
際理解や接遇能力等の
向上を図る研修を実施で
きたため。

開催時期、開催方法などを検討
のうえ、引き続き研修を設定する
とともに、職員全体の国際理解向
上等を図ります。
新型コロナウイルス感染症の拡
大を受け、訪問による交流は見
合わせていることに伴い、グロー
バルサポーターの登録を停止し
ていますが、国際交流の状況を
見て、必要な時期に再開します。

総務企
画局

人材育
成推進
事務

８－１－９

階層別研修の中で多様な市民の人権意識を
身につける研修を実施しました。
・新規採用職員研修（eラーニング）
　「人権意識を身につける」
・採用2年目職員研修（eラーニング）
　「人権意識」
・採用3年目職員研修（eラーニング）
　「人権意識」
・中堅職員研修（eラーニング）
　「中堅職員として必要な人権意識」
・新任係長研修（eラーニング）
　「係長職に求められる人権意識」
・新任課長研修（eラーニング）
　「課長職に求められる人権意識」
・任期付職員研修（eラーニング）
　「人権意識を身につける」
・技能・業務職員研修
　「人権意識を身につける」

３．ほぼ目
標どおり

各研修の受講者数
・新規採用職員研修（eラーニング）（３３１人）
・採用2年目職員研修（eラーニング）
（２３１人）
・採用３年目研修（eラーニング）
（２２８人）
・中堅職員研修（eラーニング）
（２００人）
・新任係長研修（eラーニング）
（１８１人）
・新任課長研修（eラーニング）
（１０８人）
・任期付職員研修（eラーニング）
(３３人)
・技能・業務職員研修（１９人）

B．やや貢献
している

階層別研修の中で多様な
市民の人権意識を身につ
ける研修を実施し、市職
員の多文化共生や国際
理解に対する意識の向上
を図ることができました。

市職員の多文化共生や国際理
解に対する意識の向上を図るた
め、今後も継続的に実施をして
いきます。

総務企
画局

外国人
市民施
策推進
事業

５－２－１

・階層別研修で「人権」に関する研修の実施
・「職員向け人権研修」の実施

３．ほぼ目
標どおり

・階層別研修で「人権」に関する研修の実施
・「職員向け人権研修」の実施

B．やや貢献
している

・階層別研修のほか、総
務企画局行政改革マネジ
メント推進室と共催で、
「職員向け人権研修」を開
催しました。

・「川崎市差別のない人権尊重の
まちづくり条例」の理念を職員に
周知するため、人権研修を強化
する必要があります。

市民文
化局

107

教職員への
人権・多文化
共生研修の
実施

教職員
研修事
業（一
部）

２－２－４

教職員の悉皆研修に、人
権尊重教育を組み入れ、
それぞれのライフステージ
に応じて人権・多文化共
生に関する研修を行いま
す。また、人権尊重教育
担当者への研修により、人
権・多文化共生の意識啓
発を行います。

教職員のライフステージに応じた研修や各学
校から１名ずつ参加する担当者研修において
は、すべての研修で人権尊重教育の推進の
講話を入れるとともに、各学校で実践をしてい
る多文化共生教育の好事例を具体的に伝え
ることで、意識啓発を図りました。

３．ほぼ目
標どおり

研修については、コロナ禍のなか、形態を変えて実施し、2,878人が
参加しました。

B．やや貢献
している

教職員アンケートの結果
や発言内容から、多文化
共生についての理解の高
まりについて有効であった
と判断することができ、施
策への一定の貢献はあり
ました。

教職員への研修については、内
容の充実や実施方法の工夫を図
りながら、引き続き実施していきま
す。

教育委
員会

108
政策課題の
調査研究

都市政
策研究
事業

５－１－１

本市職員（研究員）による
研究チームを編成し、施
策への反映を目的に重要
な政策課題に関して国内
外の調査研究を行うことに
より、職員の政策能力向
上、政策課題の共有化を
図ります。

本市職員（研究員）による研究チームを編成
し、重要な政策課題に関して国内外の調査研
究を行い、その成果を取りまとめることにより、
職員の政策形成能力向上と、施策への反映
を図るための研究成果の共有化を行う予定で
したが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、感染防止対策のため休止しました。

４．目標を
下回った

新型コロナウイルス感染症の状況から、感染拡大防止のため、研究
チームの編成を中止しましたが、有識者を招いて都市政策研究会
を開催し、職員の政策形成能力の向上、及び政策課題の共有化を
図ることができました。

B．やや貢献
している

時宜にかなった都市政策
研究会の開催により、都
市の政策課題へ機動的
かつ柔軟な対応や、職員
の政策形成能力の向上
等に寄与していると考えま
す。

今後も、時宜にかなった政策課
題の研究を行い、冊子だけでな
く、ホームページにも記載するこ
とで広く周知していきます。また、
職員の人材育成の一環として、
行政改革マネジメント室とも連携
し、効果的な事業展開を行って
いきます。（職員の研究チームに
よる政策課題の研究等につい
て、新型コロナウイルス感染症の
状況を踏まえ、感染拡大防止の
ため休止を含め検討します。）

総務企
画局

109

外国人市民
への対応・広
報に関する意
識啓発

外国人
市民施
策推進
事業

５－２－１

「やさしい日本語」の研修
などを通じて、市職員等へ
外国人市民への対応・広
報に関する意識啓発を行
います。

・国や他の自治体のガイドラインの情報収集、
内容の整理を行い、「川崎市＜やさしい日本
語＞ガイドライン」を策定しました。
・、「川崎市＜やさしい日本語＞ガイドライン」
を活用し、ｅラーニングによる「やさしい日本語
研修」を庁内向けに開始しました。

２．目標を
上回って達

成

・情報収集及び検討を進め、これまでの取組を活かし「川崎市＜や
さしい日本語＞ガイドライン」を策定しました。
・ｅラーニングにより外国人市民への広報や情報提供に有効な「や
さしい日本語」の研修を、年度内に庁内向けに開始しました。 B．やや貢献

している

「川崎市＜やさしい日本
語＞ガイドライン」を策定・
広めることで、多言語化と
併せ、外国人市民への広
報や情報提供に役立つ
手段としての「やさしい日
本語」を広めることができ
たため。

令和2年度に策定した「川崎市＜
やさしい日本語＞ガイドライン」を
活用しながら、やさしい日本語研
修の実施方法等を検討し、今後
も事業を継続して実施します。

市民文
化局

多文化共生、
国際理解・接
遇研修の実
施

多文化共生意識の醸成や
国際理解の向上などを図
るため、各職位に応じた講
義や希望職員への研修を
実施します。

106


